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令和５年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 ６ 回 会 議 会 議 録 （ 第 1 2号 ）  

招 集 年 月 日 令和５年９月５日 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和5年9月11日 午前10時00分 議 長 森 岡  勉 

散 会 令和5年9月11日 午後 4時57分 議 長 森 岡  勉 

応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １３名 

欠 席  ０名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 小 谷 節 雄 ○ ８ 豊 永 喜 一 ○ 

 ２ 岩 本 恭 典 ○ ９ 山 口 和 幸 ○ 

 ３ 難 波 文 美 ○ １０ 永 井 英 治 ○ 

 ４ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 皆 越 てる子 ○ 

 ５ 橋 本   誠 ○ １２ 小見田  和行 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １３ 溝 口 峰 男 ○ 

 ７   １４ 森 岡   勉 ○ 

議事録署名議員 ５番 橋 本  誠  ６番 小 出 高 明  

出席した議会書記 事務局長 山 本 祐 二   事務局書記 早 川  幹 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

 

 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏     名 

出欠等

の 別 

町 長 北 口 俊 朗 ○ 
農林振興

課 長 
万 江 幸 一 朗 ○ 

総 務 課 長 山 内  悟 ○ 
農林振興

課長補佐 
田 口 宏 幸 ○ 

総務課長 

補 佐 
溝 口 久 志 ○ 

商工観光

課 長 
深 水 昌 彦 ○ 

危 機 

管 理 監 
橋 本 啓 之 ○ 

商工観光

課長補佐 
高 田 将 一 ○ 

デジタル政策 

審 議 監 
中 野 裕 登 ○ 建設課長 酒 井 裕 次 ○ 

企画政策

課 長 
荒 川 誠 一 ○ 

建 設 

課長補佐 
吉 武 哲 雄 ○ 

企画政策

課長補佐 
沖 松 勝 彦 ○ 

上下水道

課 長 
鬼 塚 拓 夫 ○ 

財政課長 伊 津 野 博 子 ○ 
上下水道

課長補佐 
中 神 啓 介 ○ 

財 政 

課長補佐 
中 村 光 成 ○ 

農業委員会

事務局長 
橋 本 英 樹 ○ 

会 計 

管 理 者 
土 肥 克 也 ○    

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 
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議事日程（第１２号） 

日程第 １ 認定第 １号 令和 4年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

                             （提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ２ 議案第２５号 令和 4年度あさぎり町水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定に 

ついて              （提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ３ 議案第２６号 令和 4年度あさぎり町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

ついて              （提案理由の説明及び質疑） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 認定第 １号 令和 4年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

                             （提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ２ 議案第２５号 令和 4年度あさぎり町水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定に 

ついて              （提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ３ 議案第２６号 令和 4年度あさぎり町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

ついて              （提案理由の説明及び質疑） 

 

 

午前１０時００分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎議長（森岡 勉君）  ただいまの出席議員は１３人です。定足数に達していますので、これから

本日の会議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。本日は、総務建設経済常

任委員会所管課分についての説明及び質疑を行います。日程第１、認定第１号令和４年度あさぎ

り町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。土肥会計管理者。 

●会計課長（土肥 克也君）  それでは、最初に令和４年度一般会計歳入歳出決算における収支に

ついて御説明いたします。１２７ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございま

す。令和４年度一般会計の歳入総額１４３億６,０５７万８,０００円。歳出総額１３４億８５１

万８,０００円。歳入歳出差引き額９億５,２０６万円。このうち、翌年度へ繰り越す財源として、

継続費逓次繰越額６,４２４万５,０００円。繰越明許費繰越額１億７,７６１万３,０００円。合

計２億４,１８５万８,０００円を繰越し、よって、実質収支額は７億１,０２０万２,０００円で

ございます。なお、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入れ額はご

ざいません。次に、財産に関する調書について御説明いたします。次のページ、１２８ページを

お願いいたします。このページから財産に関する調書でございます。１、公有財産の（１）土地

及び建物。１３０ページの（２）山林につきましては、後ほど財政課から説明いたします。１３

１ページをお願いいたします。では、（３）有価証券からの、決算年度中に増減があったものの

みを御説明いたします。２枠目の（４）出資による権利の出資証券は、１億１,６２５万２,８９

４円の増加となっております。これは、あさぎり町水道事業へ９,６９６万１,８９４円。あさぎ

り町下水道事業へ１,９２９万１,０００円の出資を行ったものでございます。次の２、物品の３

行目、普通車、軽自動車は、前年度分、廃棄分の更新。６行目、消防車両は、組織再編後の処分

計画による廃棄。９行目、アーム型草払い機は、前年度廃棄分の更新。最下段の屈折検査機器は

新たに購入したものでございます。次に、最下段、３ 基金には、財政調整基金から奨学基金ま
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で一般会計で保有している１１の基金について記載しております。なお、これらの基金の決算年

度末現在高の総額は、前年度末から３億６,３６５万５,５１８円増加し、１００億９,５０２万１,

１８４円となっております。最後に、会計課所管分の決算について御説明いたします。２１ペー

ジをお願いいたします。まず、歳入でございます。最上段の目２利子及び配当金は、一般会計で

保有する基金の運用益金であり、預金及び債券による収益でございます。２３ページをお願いい

たします。上から二つ目の、目１町預金利子は、一般資金の預金利子でございます。２４ページ

をお願いいたします。雑入になります。備考欄の下から七つ目の、各種保険料控除事務手数料は、

職員の給与から生命保険料等を控除する事務手数料を受入れたものでございます。続きまして、

歳出を御説明いたします。３０ページをお願いいたします。総務管理費の一般管理費となります。

この目での、会計課所管分といたしまして、最下段の節１０需用費の備考欄、消耗品費の３２４

万７,４７０円のうち１０２万７,８４８円を用度管理分の事務用品購入費に。一つ飛びまして、

印刷製本費は、公用封筒及び財務納付書の印刷費に支出しております。次に３４ページをお願い

いたします。最下段の目５会計管理費では、会計事務に係る経費を支出しております。主なもの

といたしましては、会計課職員の人件費のほか、次のページをお願いいたします。節１１役務費

及び節１３使用料及び賃借料では、普通預金の入出金を管理するネットバンクサービスの使用に

係る経費や各種公金の口座振替または金融機関での窓口収納に係る手数料を支出し、節１８負担

金補助及び交付金では、会計課窓口に設置する指定金融機関派出所職員に係る人件費負担金を支

出したものでございます。以上で説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  続きまして総務課所管分を御説明いたします。歳入１１ページをお願

いいたします。最下段の枠で款１２項１目１節１の交通安全対策特別交付金は交通事故発生件数、

人口集中地区人口及び道路改良道路改良済み道路延長を指標として配分され、交通安全対策費で

の道路交通安全施設の設置及び管理の経費に充てたものでございます。次に１５ページをお願い

いたします。上の枠５行目の款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節６

防犯対策費補助金の空き家対策事業補助金は、空家等対策計画策定に係る空家等実態調査の補助

金を受入れたものでございます。次に１６ページをお願いいたします。２枠目項３国庫委託金、

目１、節１総務管理委託、総務管理費委託金は、自衛隊法に基づく法定受託時事業事務として、

自衛官の募集事務に必要な経費として交付される委託金で、広報紙への募集内容の掲載や募集事

務に係る郵送料などに充てたものでございます。次に１７ページをお願いいたします。１枠目款

１６県支出金、項１、目１、節１の派遣職員負担金は、令和３年度から人事交流として県に派遣

していました職員の人件費を県から受入れたものでございます。令和５年度も引き続き新たな職

員を１年目として県への人事交流派遣を継続しております。次に下の枠で項２、目１、節１の総

務管理費補助金の備考欄の一つ目の権限移譲事務交付金は、１１の権限移譲事務に対して交付さ

れたものでございます。次に１９ページをお願いいたします。目の欄、下から２枠目の目６、節

１の消防費補助金の球磨川水系防災減災ソフト対策等事業補助金は、球磨川水系の流域市町村の

水害対策に要する費用に対しまして、平成２７年度から熊本県が１０億円の基金を財源として支

援する補助金、補助率３分の２の補助金でございます。防災会議の開催や予防的避難、避難場資
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機材及び備蓄物資の購入の経費に充てたものでございます。次に２０ページをお願いいたします。

項３、目１、節４の選挙費委託金は令和４年７月１０日に行われました参議院議員通常選挙費の

委託金と令和５年４月９日に行われました県議会議員一般選挙費の令和４年度分の委託金を受入

れたものでございます。次に２１ページをお願いいたします。下から２枠目款１８寄附金、項１、

目１、節１の指定寄附金の備考欄の一行目消防費寄附金は、南部森林管理所などからの寄附金を

受入れたものでございます。次に２３ページをお願いいたします。款２１諸収入、下の枠で項４、

目４、節１雑入では、備考の欄の一行目のコピー使用料から次の電話使用料、次２４ページ２行

目雇用保険個人負担金から、５行下の自動車重量税還付金を除いて、その二つ下、県派遣職員住

宅住居借り上げ精算金までが総務課所管でございます。災害対策費用保険金は平成３０年度から

加入しております団体保険でありまして、災害警戒におけます避難等の発令に要した費用に対す

る保険金を収入したものでございます。次に２６ページをお願いいたします。款２２町債、項１、

目１、節３庁舎建設事業債は、第２庁舎建設にかかる事業債でございます。次２７ページをお願

いいたします。中ほどの目６消防債、節１消防施設整備事業債は、消防詰所の新築１か所や防火

水槽新新設１か所、消火栓１基の整備等を行った事業債でございます。その下、節２防災基盤整

備事業債は貯水機能付給水管設置事業やマンホールトイレ設置事業に係る事業債でございます。

以上で歳入の説明を終わります。続きまして歳出の主なものにつきまして説明をいたします。２

８ページをお願いいたします。まず、人件費につきまして全会計分で説明申し上げます。令和４

年度の常勤職員数は特別職が２名、一般職１８０名、再任用職員１２名でありまして、常勤職員

に係る人件費の総額は１４億９,７９９万２,４５６円でございました。前年度に比較しまして１,

３５３万６,０９３円の減となったものでございます。主な要因といたしましては、退職者に対す

る新規採用職員の人件費の差というふうに分析をしております。では款１議会費から説明いたし

ます。款１議会費は、議会運営に要した経費でございます。２９ページをお願いいたします。中

ほどの節１７の備品購入費は、自動体外式除細動器ＡＥＤを更新購入したものでございます。次

に款２総務費、項１、目１一般管理費では、行政区に関する経費や町長、総務課職員の人件費、

また職員の研修や福祉事業、入札契約及び本庁の渉外的経費を支出したものでございます。節１

報酬の４行目、第三者調査委員会調査委員報酬は、３回開催されました調査委員会委員の報酬で

ございます。３１ページをお願いいたします。中段の節１２委託料、備考の欄の中ほどの区長業

務委託料は、５３地区の区長との業務委託料を支出したものでございます。次３２ページをお願

いいたします。節１８負担金補助及び交付金は郡町村会負担金や区の運営助成金、派遣、県派遣

職員負担金等を支出しております。２枠目の目２文書管理費では文書、例規及び情報管理に関す

る経費を支出したものでありまして、文書発送のための配達職員３名の報酬等の人件費、次の３

３ページ、配達職員によることの出来ない文書の郵送料、例規を管理するための例規データベー

ス並びに官報ネット等、使用料を支出したものでございます。次に３５ページをお願いいたしま

す。目６財産管理費では、総務課所管分は主に庁舎の維持管理等に係る経費に対し、支出したも

のでございます。主なものでは節１０需用費の電気料や修繕料、その下、節１１役務費では、電

話料などを支出しています。次の３６ページ、節１２委託料は総務課分としましては、主に本庁

舎等の維持管理委託料でございます。次に４０ページをお願いいたします。目９支所費は、４支
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所の運営に要した経常経費を支出したものでございます。その下、目１０公平委員会費は地方公

務員法に基づき、本庁の公平委員会事務を熊本県人事委員会に委託する委託料を支出したもので

ございます。その下、目１１交通安全対策費では、節１２委託料で交通指導員５３名の業務委託

料、それから節１４工事請負費では道路の区画線等を設置し、歳入で説明しました交通安全対策

特別交付金を充当したものでございます。次に４１ページをお願いいたします。目１２防犯対策

費では防犯灯の管理及び設置並びに防犯カメラの管理に係る経費、また節１２委託料では空き家

実態調査及び空き家対策基本計画策定委託料を支出したものでございます。次の目１３諸費では、

備考欄に記載する各負担金を支出したものでございます。節２５寄附金のウクライナ非難民支援

義援金は、町村会を通じまして義援金として支出したものでございます。次に４５ページをお願

いいたします。中ほどの目２１庁舎建設費は、第２庁舎建設に係る経費を支出したものでござい

ます。節１２委託料では、第２庁舎建設のための実施設計の委託料などを支出したものでござい

ます。その下節１４工事請負費は、第２庁舎建設工事請負費、継続費でございます。節２１補償

補填及び賠償金の補償費は、ＮＴＴ線の移転補償費等を支出、ＮＴＴ線移転補償費としまして支

出したものでございます。次に５０ページをお願いいたします。項４選挙費の目１選挙管理委員

会費は、委員会運営のため毎年度経常的に支出する経費でございます。次の目２選挙啓発費につ

きましても毎年度経常的に支出するものでございます。その下の目３参議院議員通常選挙費は、

令和４年７月１０日に行われました参議院総選挙に係る費用を支出したものでございます。次に

５１ページをお願いいたします。下のほうで目４県議会議員、一般選挙費は、令和５年４月９日

に行われました県議会議員選挙に係る経費を支出したものでございます。球磨郡選挙区は定数２

で無投票でございました。次に、５２ページをお願いいたします。目５町長選挙費は令和４年度

から令和５年度へ委託料を繰越したものでございます。次に５３ページをお願いいたします。中

ほどの項６監査委員費は監査委員会の運営経費を支出したものでございます。次に大きく飛びま

すが１０１ページをお願いいたします。款８消防費、項１目１の消防総務費では、備考欄に記載

します各負担金を支出したものであります。その下目２非常備消防費では、団長以下５９１名の

消防団に対する報酬並びに機能別団員５５名を含む消防水防活動の出動及び、訓練に参加した延

べ３,２５２名分に対する出動手当や担当職員の時間外勤務手当、消防団員の被服等装備品、消防

用及び消火栓用ホースの購入と消防団活動に要する経費を支出したものでございます。次１０２

ページをお願いいたします。節１７備品購入費では、消火用ホースや、消火用ホース格納箱や消

防用ホースなどの購入を行ったものでございます。次に目３消防施設費では、消防詰所の維持管

理経費に加えまして、防火水槽を３基の解体、防火水槽１基の新設、消防詰所の新築に係る工事

請負費を支出したものでございます。節１８負担金補助及び交付金では、消火栓設置等に係る負

担金を支出したものでございます。その下目４防災管理費では防災体制や応急対応に係る経費を

支出したものでございます。球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金を活用しまして、年次計画

に基づく防災機能の整備を行ったものでありまして、次１０３ページの節１０需用費では、防災

備蓄用の飲料水や土のう袋などの消耗品などに支出したものでございます。節１１役務費では災

害対策に要した費用を補填する災害対策費用保険料を支出したものでございます。節１３使用料

及び賃借料では、防災用備品等の保管としまして、防災倉庫を借り上げ料を支出したものでござ
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います。節１７備品購入費では、主なものとしましては、簡易組立てベット２００床、避難所用

仕切りパーテーション１１７組、防災用倉庫２基などの購入に支出したものでございます。次１

０４ページをお願いいたします。節１８負担金補助及び交付金は上下水道課への貯水機能付給水

管設置負担金やマンホールトイレ設置にかかる下水道環境耐震診断業務委託や設備設置調査設計

の負担金などを支出したものでございます。以上で総務課所管分の説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  それでは、企画政策課所管分について説明いたします。１４ペ

ージをお願いいたします。歳入からです。最下段の欄、目１総務費国庫補助金、節２社会保障税

番号システム整備費補助金で、１５ページをお願いいたします。備考の社会保障税番号システム

整備費補助金は、デジタル社会形成整備法による住民基本台帳法の一部改正に伴います住民記録

システム改修費用について措置を国から受けるものでございます。節３地方創生推進交付金は、

人吉球磨観光地域づくり協議会への負担金に対しまして、交付金を充当しているものでございま

す。節４地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策物価高騰対策としまして、

４５の事業に対しまして交付金を充当しているものでございます。節５デジタル田園都市国家構

想推進交付金は、テレワーク拠点整備工事費及び誘客促進のモニターツアー事業に対し、交付金

を受入れたものです。節７地域脱炭素移行再エネ推進交付金は、２０５０年までに脱炭素社会の

実現に向けた実現可能な脱炭素事業の取組計画策定に対し、交付金の交付を受けたものです。１

７ページをお願いいたします。下から二つ目の欄で、目１総務費県補助金、備考の上から二つ目

の生活交通維持活性化総合交付金は、地方バスの運行に対する県からの補助金です。ひとつ飛び

まして新型コロナウイルス感染症対策総合交付金は、感染防止対策事業に対します交付金を受入

れたものです。２０ページをお願いいたします。上の段、目１総務費県委託金、節１統計調査費

委託金は、備考の各、各種統計調査に対します委託金を受入れたものです。最下段の欄、目１財

産収入、申し訳ありません、財産貸付収入、節２その他普通財産貸付収入、備考の光ファイバー

貸付収入は、本町で整備しております光ファイバー網を民間事業者に貸付けておりますので、そ

の貸付け収入になります。２１ページをお願いいたします。中ほどの欄、目２物品売払い収入で

すが、このうちの１００、申し訳ありません１２万円につきましては、難視聴世帯に対し、地上

デジタルテレビの再送信を行っており、光を映像化させる機器を一旦町で購入し、当該者の方に

払下げを行っており、その機器８台の販売代金となります。二つ目の欄、目１指定寄附金、備考

の下から二つ目、ふるさと寄附金ですが、３万８,８７３件の寄附をいただいております。前年度

からいたしますと、１万４,３４８件、１億７,０７９万３,０００円の増額となっております。そ

の下、企業版ふるさと寄附金ですが、令和４年度は５社からの寄附をいただいております。２２

ページをお願いいたします。一つ目の欄、目３ふるさと基金繰入金、その下、目４まちひとしご

と創生推進基金繰入金は、ふるさと基金企業版ふるさと寄附でいただいた寄附金について積立て

たものを繰入れ、その目的に応じて支出したものです。２３ページをお願いいたします。最下段

の欄、目４雑入で、２５ページをお願いいたします。備考の１番下、広報紙等送料は、あさぎり

町を離れられた方が広報紙を購読されております。その送料をいただいております。２６ページ

をお願いいたします。備考の１番上、広報掲載料は、広報紙への広告の掲載料を２社からいただ
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いております。その下、くま川鉄道再生協議会派遣職員人件費負担金は、くま川鉄道再生協議会

へ派遣されております職員の人件費分で、あさぎり町以外の旧市町村からの負担金になります。

３３ページをお願いいたします。続きまして、歳出になります。主なものについて説明いたしま

す。中ほどの欄、目３文書広報費、節１０需用費、備考の上から二つ目印刷製本費ですが、毎月

発行しております広報あさぎりの印刷費になります。その下、節１１役務費、備考の受講料です

が、ドローンの免許取得にかかる費用で、令和４年度は２名の職員が免許を取得しております。

その下、ドローン点検手数料と機体保険料は、町が使用所有しております大型ドローン２基分の

費用となります。その下、ドローン登録料は、町で所有しております５基分につきまして登録の

義務が課せられましたので、その費用になります。節１２委託料、備考の二つ目メール配信シス

テム委託料は、行政情報メール配信のサービスが、終了いたしましたので新たな配信サービスの

費用になります。３７ページをお願いいたします。中ほどの欄、目７企画振興費、節１報酬は、

まちづくり審議会２回、男女共同参画推進懇話会５回、それぞれ開催いたしましたので、会議時

の委員報酬となります。３８ページをお願いいたします。節７報償費、備考の報償費は、町制施

行２０周年記念ロゴマーク等を募集いたしましたので、その賞金等になります。その下、講師謝

金は、地域活性化講演会を開催した時の講師等の謝金になります。その下、総合計画策定ワーク

ショップ謝金は、第三次総合計画基本構想に町民の意見を反映することとして、町民ワークショ

ップを開催しましたので、参加者の謝金になります。節１２委託料、備考の総合計画作成業務委

託料は、令和３年度に実施したトータルシステム診断結果に基づいたトータルシステムの構築し

運用が図られる総合計画を策定するための支援業務の費用になります。その下、再エネ導入計画

策定業務委託は、歳入で説明いたしました計画策定の費用になります。節１８負担金補助及び交

付金、備考の二つ目、地方バス運行等特別対策補助金は、路線バス運行に必要な経費に対しまし

て補助をしたものになります。３９ページをお願いいたします。備考、上から三つ目、くま川鉄

道経営安定化補助金は、安定した鉄道の運行を確保するため補助したものです。ひとつ飛びまし

て、スマートインターチェンジ整備促進協議会負担金は、令和３年度より事業費の元利償還が始

まっており、その負担金を支出したものです。一つ飛んで新型コロナ対策地域公共交通事業者支

援交付金は、くま川鉄道及び町内のタクシー事業者に対し燃料の価格高騰などの影響に対し、安

定的な事業ができるよう支援を行ったものです。二つ目の欄、目８電子計算費、節１２委託料は、

主に職員が使用しております総合行政システムの改修費用及び保守業務に関します費用になりま

す。節１３使用料及び賃借料では、職員が使用しておりますシンクライアントその他サーバー機

器等の使用料、住基記録を初めとする総合行政システム及びペーパーレス会議システム使用料を

支出しております。４０ページをお願いいたします。節１７備品購入費では、主に新型コロナウ

イルス感染対策としまして、会議用タブレットを新たに購入したものです。節１８負担金補助及

び交付金は、各種会議等の申し訳ありません、各種協議会等の負担金になります。備考の上から

三つ目、自治体中間サーバープラットフォーム使用料ですが、マイナンバーの中間サーバーを利

用するための負担金となります。４１ページをお願いいたします。最下段の欄、目１４基金費、

備考のふるさと基金積立金と４２ページをお願いいたします。備考の五つ目、まちひとしごと創

生推進基金積立金は、ふるさと基金ふるさと寄附金企業版ふるさと寄附金と預金利子を積立てて
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おります。二つ目の欄で、目１５地域情報通信基盤整備推進事業費、節１２委託料は、説明の光

ファイバー設備保守業務委託料、地上デジタル再送信設備、ＩＰ告知放送設備、あさぎり光の遠

隔保守に係ります費用となります。節１４工事請負費は、難視聴世帯の地デジ再送信を行うため

の機器の取付け工事費用になります。節１７備品購入費は、地上デジタル再送信サーバーの更新

費用になります。４３ページをお願いいたします。二つ目の欄、目１７ふるさと寄附対策費、節

７報償費は、ふるさと寄附の返礼品などの必要な費用になります。目１１役務費、備考の広報料

ですが、広告料ですが、３社に対しまして広告掲載を依頼した経費になります。節１２委託料で

すが、ふるさと寄附特産品発送業務委託料は、あさぎり商社へ寄附額の８％の手数料を支払うも

のです。ふるさと寄附申込み受付業務から、ワンストップ特例申請受付代行業務委託料は、ふる

さと寄附の入り口となります各ポータルサイトの業務に係る費用を支出しております。最下段の

欄、目１８地方創生費は、主に地域プロジェクトマネージャーの人件費及び活動費になります。

４４ページをお願いいたします。節１８負担金補助及び交付金では、令和５年４月に設立いたし

ましたあさぎり地域づくり協同組合設立時の必要な費用に対しまして補助をしたものになります。

二つ目の欄、目１９地域おこし協力隊、節１２委託料は、地域おこし協力隊２名分の人件費及び

活動費をあさぎり商社に業務委託したものになります。節１３使用料及び賃借料は、４５ページ

をお願いいたします。備考の二つ目、求人マッチングサービス使用料、協力隊員を募集したとき

の経費になります。二つ目の欄、目２０総合戦略費につきましては、総合戦略室の事務執行に必

要な経費になります。４６ページをお願いいたします。上の枠、目２２デジタル推進費、節１報

酬は、令和４年度よりデジタル社会の推進を検討する場として協議会を設立し、令和４年度は３

回の会議を行っております。節７報償費は、令和３年度より継続しておりまして地域情報化アド

バイザー派遣事業としまして、光基盤整備等に関し助言、協議会への参加をいただいております

ので、その費用を支出したものです。節１２委託料は、旧上保健センターを保健センターの利活

用としまして、テレワーク拠点施設整備に伴います施設改修の実施設計、誘客促進事業としまし

てモニターツアーを実施いたしました費用となります。節１４工事請負費は、旧上保健センター

をテレワーク拠点施設として改修いたします工事費で、第１期工事を発注し、繰越し事業として

現在施工を行っているところでございます。下の枠、目２３生活応援給付金給付事業費につきま

しては、国の地方創生臨時交付金を活用いたしまして、令和４年度におきましては、物価高騰対

策の一つとして２回の給付を実施しております。５２ページをお願いいたします。５２ページの

上のほうから、５３ページにかけまして、項５決算、統計調査費ですが、各種統計調査に係る経

費、調査員報酬、消耗品等を支出しております。令和４年度は、目４住宅土地統計調査に係ます

調査区の設定、目５就業構造基本調査が実施され、必要な経費を支出しております。以上で、企

画政策課所管分の説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。財政課所管分について説明いたします。９ページをお願

いいたします。歳入からです。最下段の款２地方譲与税ですが、国税として徴収したものを一定

の基準により地方に譲与されるものとなっております。項１地方揮発油譲与税及び項２自動車重

量譲与税につきましては、市町村道の延長及び面積により案分し交付されたものです。次のペー
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ジをお願いいたします。項３地方道路譲与税は本年度、受入れはございません。次の項４森林環

境譲与税は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口により交付されたものです。次の款３利

子割交付金とその下の款４配当割交付金、款５株式等譲渡所得割交付金は、県に納付された額に

対し、政令で定める率を乗じて得た額の５分の３を個人県民税の額で案分し交付されたものです。

次の款６法人事業税交付金は、本法人事業税の一部を事業者数により交付されたものです。次の

款７地方消費税交付金は、県に納付された額の２分の１に相当する額を人口及び事業所統計の事

業者数により交付されたものです。次のページをお願いいたします。款８ゴルフ場利用税交付金

は、本町に所在するゴルフ場利用税の１０分の７に相当する額を次の款９環境性能割交付金は、

市町村道の延長及び面積により交付されたものです。次の款１０地方特例交付金の項１地方特例

交付金は、恒久減税の影響による地方税の減収分に伴う減収補填特例交付金として、項２新型コ

ロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、中小事業者等への固定資産税の減税措置、

軽減措置に伴う減収分の補填として交付されたものです。次の款１１地方交付税ですが、まず普

通交付税につきましては、令和３年度に国の補正による臨時経済対策分の追加交付が行われて増

額交付となっておりましたので、対前年度で１億６９万７,０００円の減額となっております。ま

た特別交付税につきましては、前年度対比では、１,３０５万６,０００円の減額となっておりま

す。次のページをお願いいたします。下段の款１４使用料及び手数料、目１総務使用料は、旧庁

舎及び行政財産の目的外使用許可に伴う行政財産使用料でございます。次２０ページをお願いい

たします。最下段、款１７財産収入です。項１、目１、節１土地建物貸付収入は、普通財産の賃

貸借契約に伴う貸付収入です。その下の節２その他普通財産貸付収入、備考欄の物品貸付収入は、

町で使用していない物品の貸付収入です。次のページをお願いします。ページ中ほどの項２財産

売払収入、目１、節１土地建物売払収入は、永北団地１区画、旧須恵中学校グラウンド跡地分譲

地１区画分及び未利用土地建物１件、土地１件の土地建物売払収入です。次、最下段の款１９繰

入金ですが、財政調整基金からの繰入れは、結果的に行いませんでした。次のページをお願いい

たします。上から五つ目、項１、目６公共施設整備基金繰入金は、公共施設整備公共施設計画事

業等に係る財源等として繰入れたものです。次、目７減債基金繰入金は、個別施設計画に基づき

実施した施設整備に係る地方債償還金の財源として繰入れたものです。次に最下段、款２０繰越

金は前年度繰越金並びに繰越明許及び事故繰越分です。次のページをお願いいたします。款２１

諸収入、中ほどの項４、目４雑入になります。財政課所管分としては、備考欄の上から三つ目、

管内図代がございます。それから次のページ。大変失礼しました。次のページ、２４ページの１

番上の市町村振興協会市町村交付金は、宝くじ収益金からの交付金となります。２６ページをお

願いいたします。上から五つ目の予算書代から１番下の公有自動車損害共済解約返戻金までが財

政課所管分となります。次に款２２町債ですが、目１総務債、節１臨時財政対策債は、国の地方

交付税の財源不足により地方債に振り分け、振り替られるもので、その下の節２総務施設除却事

業債の備考欄上段の総務施設除却事業債は、旧須恵庁舎解体工事並びに旧岡原庁舎、旧岡原給食

センター及び旧上庁舎解体調査設計業務委託の財源として、下段の総務施設事業除却事業債繰越

明許分につきましては、旧岡原中学校解体業務の財源として合併特例債を借入れたものです。続

きまして、歳出になります。３３ページをお願いいたします。まず総務費の目４財政管理費です
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が、次のページをお願いいたします。節１２委託料で、公会計に係る財務書類の作成支援業務及

び固定資産台帳のデータ作成支援業務の委託料を支出しております。次のページをお願いします。

目６財産管理費、節１０需用費ですが、財政課所管分としましては、旧庁舎及びその他普通財産

の維持管理費また公用車一括管理に伴う経費を支出しております。節１１役務費です。下から三

つ目、登記手数料は、椿坂教職員住宅、西の迫工業団地及び旧岡原教職員住宅に係る分筆登記の

際の手数料です。次のページをお願いいたします。節１２委託料です。上から六つ目、設計委託

料のうち３,３００万円を旧岡原庁舎及び旧岡原給食センター解体の設計業務として、下から五つ

目、不動産鑑定委託料につきましては、旧岡原中学校及び椿坂教職員住宅跡地に係る不動産鑑定

委託料として支出しております。また下から三つ目、調査委託料は、旧岡原庁舎及び旧上庁舎解

体工事のアスベスト調査、調査費並びに電気工作物低濃度ＰＣＢ分析業務として支出しておりま

す。次のページをお願いします。次に節１４工事請負費ですが、決算額のうち３,７０２万６,０

００円が、旧須恵庁舎本館解体工事及び高圧ケーブル取替え工事、５,３４０万円が旧岡原庁舎等

解体工事分などとなっています。なお岡原庁舎等解体工事分８,０１４万につきましては、翌年度

に繰り越すこととしています。節１７備品購入費は、公用車の購入になります。次４１ページを

お願いします。下段の目１４基金費の積立金ですが、次のページをお願いします。備考欄の一行

目、公共施設整備基金積立金は基金の運用収入と土地売払い収入を積立てたものです。その下の

財政調整基金積立金は、運用収入と前年度繰越金の２分の１に相当する額の積立てによるもので

す。一つ飛んで四つ目の減債基金積立金は基金の運用収入と今後の公債費の償還の財源を積立て

たものです。次１２５ページをお願いいたします。款１１公債費になりますが、目１元金及び目

２利子につきましては、長期債に伴う元利償還金となります。その下の款１２予備費ですが、予

算額８００万円に対して５９２万５,０００円の予備費充当を行っております。以上で歳出の説明

を終わります。最後に財産に関する調書につきまして説明いたします。１２８ページをお願いい

たします。まず行政財産になります。決算年度中に増減があったものについて説明いたします。

左側の土地について、公営住宅の３３５.８１平方メートルの減は、永北団地の用途廃止による普

通財産への移動。公園の減は、深田地区体育館及び八幡児童公園の用途廃止による普通財産への

移動。その他の施設の減は、旧岡原庁舎、旧須恵庁舎、岡留公園花ハウス等の用途廃止による普

通財産への移動によるものです。次に建物です。まず木造につきまして、消防施設につきまして

５９平米の増となっておりますが、これは屯所消防詰所の新築によるものです。公営住宅の９平

米の減につきましては、竹野団地の解体に伴う普通財産への移動等による減を、その他の施設の

２５平米増は、椿坂教職員住宅の土地の令和４年度計上漏れを今回錯誤として追加したことに、

追加したこと等による増です。次に非木造です。その他の施設で２,８８７平米の減となっており

ます。旧岡原庁舎、旧須恵庁舎本館及び外書庫等の用途廃止等による普通財産への移動による減

でございます。次のページをお願いします。普通財産になります。まず土地につきまして、雑種

地２,６０８平米の増ですが、これは行政財産から普通財産に移動した岡留公園花ハウスの増によ

るものです。宅地１万４,３５１平米の増ですが、これは行政財産から普通財産に移動した旧岡原

庁舎、旧須恵庁舎、岡原教職員住宅等の増によるものです。次に建物の木造５６平米の増となっ

ておりますが、これは行政財産から普通財産に移動した旧岡原教職員住宅の増や旧深田中学校体
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育館プール付属室棟解体による減によるものです。また非木造で宅地、失礼しました、非木造で

５６平米の増となっておりますが、これは行政財産から普通財産に移動した旧岡原庁舎の増や旧

深田中学校教室棟の解体による減によるものです。次のページをお願いいたします。１枠目、土

地及び建物の表が行政財産と普通財産を合計した総括表となっております。２枠目、山林でござ

います。面積の増減はございません。立木の推定蓄積量につきましては、森林簿の面積により材

積を算出しており、所有林が６,３９９平方立方メートルの増、分収林が５１立方メートルの増と

なっております。次のページをお願いいたします。上から４枠目２物品のうち上から３番目の普

通車、軽自動車ですが、令和３年度末に建設課のトラックの入替えを行い、新しい車が令和４年

度に納車されたためプラス１台となっているものです。以上で、財政課所管分の説明を終わりま

す。 

◎議長（森岡 勉君）  説明の途中ですけれども、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１２分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。ここで財政課より訂正の説明が

ございますので、伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。すいません、先ほど説明した内容に一部修正、訂正をさ

せていただきます。大変失礼いたしました。３６ページをお願いいたします。財産管理費のうち、

節１２委託料の中で間違いがございました。上から六つ目、設計委託料の８５６万３,５００円の

うち先ほど３,３００万円をと申し上げましたけれども、３３０万円を旧岡原庁舎及び旧岡原給食

センター解体の設計業務として支出しておりますので訂正いたします。 

◎議長（森岡 勉君）  次に橋本農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（橋本 英樹君）  はい農業委員会所管分につきまして歳入から説明いたし

ます。１４ページをお願いいたします。目の上から３段目、目４農林水産手数料、節１農業手数

料、備考２段目の耕作証明等手数料は、１件当たりの証明料３００円、７３件分の収入になりま

す。１８ページをお願いします。目の最下段、目４農林水産事業費県補助金、節１農業委員会県

費補助金、備考１段目の農業委員会交付金は、農業委員会が行う農地法などに定められた事務に

要する経費の財源として交付されたもので、農業委員への手当、職員の人件費に充てております。

２段目の機構集積支援事業補助金は、担い手への農地集積集約化を支援するために交付されたも

ので、農地の利用状況調査や農地の権利移動等の状況把握等を行う会計年度職員の報酬、手当、

農業委員の職員の研修費等に充てております。３段目の農地利用最適化交付金は、農業委員が農

地利用最適化に向けた活動に対して交付されたもので農業委員報酬の能率給分に充てております。

４段目の国有農地管理処分事業事務取扱交付金は、町内にある国有農地等の管理及び処分に関す

る事業に対して交付されたもので、需用費に充てております。１９ページをお願いします。備考

１段目の農地集積集約化対策事業補助金と２段目の令和３年度より繰越した同補助金は、農業委

員が農地等の情報収集や農地所有者の意向等を把握するためのタブレットの導入経費として交付
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されたもので、２６台のタブレットの備品購入費に充てております。２３ページをお願いします。

目の上から８段目、目２農林水産費受託事業収入、節１農業委員会受託事業収入、備考１段目の

農業者年金受託事業収入は、農業者年金基金からの委託を受け、農業者年金の業務を行う市町村

に対して交付されたもので、主に職員の人件費に充てております。備考２段目の農業公社受託事

業収入は、熊本県農業公社から委託を受け農地売買等業務を行う市町村に対して実績により交付

されたものです。節２農業費受託事業収入、備考の農地中間管理機構受託事業収入は、熊本県農

業公社から委託を受け農地を貸したい農家と借りたい農家との中間管理業務を行う市町村に対し

交付されたもので、業務を行う会計年度職員の報酬及び手当に充てております。２４ページをお

願いします。雑入の備考、下から６段目の情報活動交付金は、全国農業新聞の普及活動のために

交付されたものです。次に歳出を説明します。７６ページをお願いします。職員の人件費に係る

分については説明を省略させていただきます。下段の目１農業委員会費、節１報酬、備考１段目

の農業委員報酬は、農業委員２６人分の年報酬分になります。２段目の会計年度任用職員報酬と

次ページの節３職員手当等、備考下から２段目の会計年度任用職員期末手当、節４共済費の会計

年度任用職員共済組合負担金と社会保険料は、会計年度任用職員２名分に係るものになります。

２名の会計年度任用職員におかれては、農地の相談受付業務をはじめ土地利用状況調査、農地パ

トロール等の資料作成や調査後の集計また農地中間管理事業等の事務補助を行っていただいてお

ります。節８旅費の費用弁償は、農業委員会総会や農地売買契約の立会い、１１月の農地パトロ

ール等における費用弁償になります。節１１役務費の１段目、通信運搬費は、農業員用タブレッ

ト２６台の通信料、３段目遊休農地調査手数料は、８月農地利用状況調査時の農業委員への調査

手数料になります。節１２の委託料の１段目、農地台帳システム保守委託料は、台帳システムの

保守委託料。農地情報公開システム更新委託料は、全国一元的なクラウドシステムである農地情

報公開システムに町が所有する農地データを更新するための委託料になります。節１３使用料及

び賃借料の１段目、ソフトウエア使用料は、農業員用タブレット２６台のソフトウエア使用料、

２段目の農政業務支援システム使用料は、農地の地図情報システムクラウドソフトの使用料、３

段目の農地台帳システム使用料は、農家台帳システムの賃借の使用料になります。節１７備品購

入費は、農業委員のタブレット２６台の購入費になります。７８ページをお願いします。目２農

業者年金事務委託事業費につきましては、歳入で説明しましたとおり農業者年金基金から委託を

受けて行っている事業に対する人件費等が主な支出となりますが、節１０需用費の印刷製本費で

は、６月と１２月の年２回農業委員会だよりを発行しております。以上で農業委員会分の令和４

年度決算における説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  それでは農林振興課所管分の説明を申し上げます。歳入にな

ります。１２ページをお願いいたします。上段の枠、目１農林水産事業費分担金になります。節

１農業費分担金の町営土地改良事業受益者分担金につきましては、須恵上代地区揚水ポンプの更

新工事に係る浜の上水利組合の分担金となります。次の節２農地等災害復旧費分担金は、令和２

年７月豪雨災害において令和４年度に竣工した農家負担５件分を受入れたものです。次に最下段

の目４農林水産使用料、１３ページをお願いいたします。最上段の農業施設使用料ですが、農林
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振興課で管理しております４施設と薬草加工場の使用料となっております。次のページをお願い

いたします。目４農林水産手数料、節１農業手数料の農業振興地域証明手数料は３７件分の手数

料となっております。また、節２林業手数料は、町有林への入山申請をされた４９件分の入山手

数料となっております。１６ページをお願いいたします。目５災害復旧費補助金、節１農林水産

施設災害復旧費補助金の農地等災害復旧費補助金は、令和４年災査定設計委託料に対するものと

なります。次の林業施設災害復旧費補助金は、令和４年災査定設計委託料及び１件の工事費に対

する分を受入れたものです。また次の林業施設災害復旧費補助金繰越明許は、令和３年度から繰

越した工事分を受入れたものです。また林業施設災害復旧費補助金事故繰越分は、令和２年度か

ら繰越した工事分を受入れたものです。またその下の農地等災害復旧費補助金は、令和２年度か

ら繰越した農地及び農業用施設分を受入れたものです。１８ページをお願いいたします。最下段、

目４農林水産事業費県補助金になります。次のページをお願いいたします。上段の節２農業費補

助金の農業制度資金利子補給費補助金は、１１件分となります。また中山間地域等直接支払い推

進費推進費補助金は、中山間の事務費分の補助金となります。次の中山間地域等直接支払交付金

は、交付金支払い額の国県分４分の３を受入れたものです。次の農業次世代人材投資事業補助金

は、個人５名、夫婦４件の合計１３名が対象となっているところです。次の経営所得安定対策推

進事業費補助金は、町地域農業再生協議会へ交付した経営所得安定対策に係る事務補助分補助金

となります。次の多面的支払い機能、多面的機能支払制度推進費補助金は、多面的機能の事務費

分の補助金になります。また多面的機能支払交付金につきましては、交付金支払い額の国県分４

分の３を受入れたものです。次の環境保全型農業直接支払推進費補助金は、事務費分の補助金と

なります。次の環境保全型農業直接支払交付金は、化学肥料化学合成農薬の使用を県の慣行レベ

ルから原則５割以上低減する取組とあわせて、緑肥の作付、堆肥の施用、有機農業等のいずれか

を行う取組に対する国県分４分の３の交付金となります。次の水田産地化総合推進事業費補助金

は、主食用米生産状況の把握や米政策の新たな仕組みの周知などを推進するものと産地戦略作成

における土地利用計画や地域振興策の調整などの事務費事務補助金となります。また土地利用型

農業支援事業補助金は、麦における土地利用型で中山間地域において支援される中山間地域等組

織化支援における１団体分を受入れたものになります。次の農業農村整備事業推進交付金は、清

水地区排水路改修工事を繰越しておりますが令和４年度分を受入れたものです。次の農業制度資

金保証料助成費補助金は、新型コロナウイルス対策緊急支援資金として、農家が借入れた資金に

対し県からの保証料補助金を受入れたものです。次の葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補

助金は、葉たばこの廃作農地を対象とし、農地が耕作放棄されることなく新規作物の導入に対す

る取組で、農業用機械等リース事業として、要望があった７件分、総事業費の２分の１を受入れ

たものです。次の園芸特産事業者緊急支援事業費補助金は、高騰する燃油肥料、資材におけるコ

スト低減につながる新たな取組に必要な資材、資機材の導入を支援し所得回復に資することを目

的とした事業で、人吉球磨地域の苺部会８件の農家において省エネ機械となるハウス内の循環線

や自動換気装置の導入に対し、総事業費の３分の１を受入れたものです。また攻めの園芸生産対

策事業費補助金は、急激な気候変動に対し作物を守る環境整備ということで町内３軒の農家の耐

風性ハウス導入に対し総事業費の３分の１を受入れたものです。次の農業農村整備事業推進交付
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金繰越明許は、令和３年度から繰越した吉井地区排水路改修工事及び須恵上代地区における揚水

ポンプ更新事業について受入れたものになります。次の、次に、節３林業費補助金になります。

有害鳥獣駆除補助金につきましては、鹿、イノシシ、猿の駆除分で、国の鳥獣被害を防止対策推

進交付金と県の有害鳥獣被害対策事業補助金を受入れたものです。また造林事業補助金は、下刈

り再造林、鳥獣防止施設に対する補助金となります。また間伐等森林整備促進対策事業補助金は、

森林資源の充実と公益的機能の維持増進のため間伐等を推進し、県が策定した強化計画に基づき

原木を安定的に供給する目的で８２.２３ヘクタールの間伐を実施したものに対し、繰越し分を除

き受入れたものです。次のページをお願いいたします。中ほどの目２農林水産事業費県補助金、

節１農業費補助委託金の国営事業継続地区推進調査委託金は、国営川辺川事業の地区推進調査費

として県からの委託金を受入れたものです。次のページをお願いいたします。中ほどの目１不動

産売払収入、節２その他不動産売払収入は、素材生産や分収契約益金及び補償料などの収入とな

ります。次のページをお願いいたします。中ほどの目９林業振興基金繰入金は、林業従事者に対

しあさぎり町林業振興基金を活用した事業で、林業振興基金事業補助金交付要綱に基づき林業従

事者育成事業それから特用林産物施設化推進事業の申請に対し、基金を繰入れたものです。次の

ページをお願いいたします。最下段、目４雑入になります。次のページをお願いいたします。中

ほどの薬草加工場光熱水費は、あさぎり薬草合同会社が使用する加工場の電気使用料を受入れた

ものです。次の環境保全型直接支払交付金返還金は、取組の重複があったため国県町分を合わせ

た、国県分を合わせた返還金となります。また森林組合事業奨励金は、球磨中央森林組合の町村

ごとの組合利用実績により交付されるものとなります。次の緑化苗木配布事業助成金は、令和５

年２月に開催した植樹祭の苗木代を人吉球磨地域緑推進協議会から受入れたものです。２６ペー

ジをお願いいたします。町債で最下段、目３農林水産業債、２７ページをお願いいたします。最

上段の節１農業施設除却事業債は、令和５年度所管施設の解体に伴うアスベスト調査を含む、設

計委託分となります。次の節２川辺川土地改良事業債は、国営川辺川総合土地改良事業が完了し、

町負担分の償還金に対して借入れたものです。次の節３公有林整備事業債は、深田地区法面対策

事業における設計委託に要した経費に対して借入れたものとなります。次に目８災害復旧債、節

１農林水産施設災害復旧事業債の林道施設災害復旧事業債は、令和２年７月豪雨による林道施設

１か所に関する補助裏分に対するものになります。また次の繰越明許分は、令和３年度から実施

をした８か所分に対する補助裏分となります。４１ページをお願いいたします。最下段、目１４

基金費になります。４２ページをお願いいたします。上から６行目の林業振興基金積立金及び次

の森林環境譲与税積立金は、それぞれ基金運用利子を積立てたものです。今ただいま、歳出を説

明中です。４４ページをお願いいたします。目１９地域おこし協力隊費ですが、全体予算の一部

について令和元年１２月から活動、支援センターで活動していただいていた１名分につきまして、

任期を令和４年１２月８日をもって退任を迎えておりますが、４５ページにかけまして、次のペ

ージにかけまして人件費と活動経費となります。７８ページをお願いいたします。下段の目３農

業総務費です。ここには職員の人件費や各種負担金を計上しておりますが、節１８負担金補助及

び交付金につきましては、農業振興を図るための県郡市における協会等の負担金となっておりま

す。次のページをお願いいたします。目４農業振興費です。節１２委託料の農業経営診断委託料
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は、経営管理向上セミナーの開催８回、農業簿記セミナー８回、経営分析伴走型１件、総括提言

書一式などの経費ということになります。次の節１７備品購入費は、令和３年度からの繰越事業

で、支援センターへ貸付けしたアーム型草払い機となります。次の節１８負担金補助及び交付金

のあさぎり地域農業振興連絡協議会負担金につきましては、町農業振興のためＪＡと連携を図っ

たものとなります。次の制度資金利子補給費補助金につきましては、１１件の農家の方が対象と

なったものです。次の農業共済掛金補助金は、８７１件の農家へ助成を実施したところです。ま

た次の有機農業推進補助金につきましては、有機センターの堆肥購入と土壌分析の補助金で３分

の１の支援をしておりまして１１団体へ助成をしたところです。次の農業振興事業補助金につき

ましては、町単独の農業施設機械整備補助金として３４件１,８１６万１,０００円分と町独自の

農業後継者育成支援給付金として２４名の１,６５６万２,０００円。また大豆の作付に係る種子

代とライスセンター利用料の２分の１を助成した大豆生産部会への支援となります。次の獣害対

策事業補助金につきましては、電気柵等の設置に対する補助金で３件の申請でありました。次の

農業次世代人材投資事業補助金につきましては、新規就農者への補助金として合計１３名が対象

となっております。次の農業支援センター運営費負担金は、産業活性化基金事業基金等を活用し、

農業支援センターの運営費としたものです。次のページをお願いいたします。次の農業制度資金

保証料助成費補助金につきましては、歳入で説明をいたしましたので省略をいたします。また次

の葉たばこ作付転換円滑化緊急対策支援事業、それから園芸特産事業者緊急支援事業費補助金、

それから攻めの園芸生産対策事業補助金の３事業につきましても、歳入で説明を申し上げました

ので省略をしたいと思います。次の肥料価格高騰対策事業支援金は、国県の支援金と合わせ町の

支援１５％以内を９９件農家に対し支出したものです。なお、これにつきましては、令和４年秋

肥分でありまして春肥分につきましては本年度に繰越しをして支援するものです。次の施設園芸

燃油等価格高騰対策支援金は、燃油高騰の影響を特に受けた施設園芸農家に対し、作物ごとにハ

ウス面積に応じて支援をしたものとなります。次の農業振興事業補助金繰越分は、令和３年度か

ら繰越した上地区環境負荷低減型葉たばこ乾燥室整備事業で支援したものです。次に目５農業経

営基盤強化促進対策事業費、節１の報酬は、総合農政協議会の委員への報酬となります。次に節

１８負担金補助及び交付金の認定農業者協議会への補助金で、会員２３５名で活動されていると

ころです。上段の認定農業者女性の会につきましては、次の認定農業者女性の会につきましては、

会員４６名での運営となっているところです。次に目６農業後継者育成指導費となります。節７

報償費及び節１０需用費と節１１役務費につきましては、令和２年度から実施したあさ中農業体

験ラボの経費に要したものとなります。次の節１２学童農園委託料ですが、学童農園につきまし

ては、ＪＡ壮青年部へそれぞれの小学校校区ごとに委託をしているものとなります。また、次の

節１３使用料及び賃借料の学童農園借上料はその土地の借り上げ料ということになります。次の

ページをお願いいたします。節８水田農業確立対策事業費ですが、報酬、節１報酬と節９旅費の

水田営農推進協議会委員報酬、費用弁償につきましては、全体会を開催した分と水田現地確認等

の経費となっております。次に節１８負担金補助及び交付金の地域農業再生協議会補助金は、歳

入で経営所得安定対策推進事業費補助金として受入れたものを協議会へ事務費として支出してい

るものです。次の土地利用型農業支援事業補助金は、歳入で説明をいたしました１件の団体から
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麦の収穫を行う普通コンバインの導入に対し、県の補助金を支出したものです。次の目９農業施

設管理費の節１０需用費と節１１役務費につきましては、農林振興課で管理をしております農業

用施設１５か所、それから農村公園１２ヶ所と薬草加工場の経費ということになります。次に節

１２委託料ですが、トイレ清掃委託料から清掃委託料。それから６行目の除草清掃委託料につき

ましては、町内の農業施設や農村公園の管理委託料となります。また５段目の設計委託料につき

ましては、所管施設の除却に伴う設計委託料となります。次の樹木伐採委託料は、台風１４号で

被災した上畜産センター内の大型樹木の伐採委託になります。次の農産加工センター指定管理委

託料は、ふるさと振興社へお願いしているものです。次の天子の水公園管理委託料は、天子の水

公園を守る会へ、除草や植栽作業などを委託したものです。次のページをお願いいたします。岡

原農産物加工処理施設指定管理委託料は、岡原やったろ会へ指定管理としてお願いしているもの

です。次の冷蔵庫等保守点検業務委託料は、あさぎり町農産加工センターに設置した冷凍ユニッ

トの保守業務委託料となります。次のアスベスト調査委託料は所管施設の除却に伴うアスベスト

の調査委託料です。また木柵撤去委託料は、台風１４号で被災した農産加工センターの屋根部分

に設置された木柵の撤去を行ったものとなります。次の工事監理委託料は、定住促進センター改

修工事を繰越しておりますがそれに伴う管理委託となります。次の節１３使用料及び賃借料は、

土地借上料分、委託料の土地借上料は、天子の水公園の土地賃借料となります。次の節１４工事

請負費は、所管施設の６か所分の工事経費となります。次の繰越した工事委託費、工事請負費に

つきましては、定住センター改修工事分となります。次に節１５原材料費は、天子の水公園管理

内に移植したツツジの苗となります。また節１７備品購入費は、農産加工センター内の豆乳製造

機の更新とやったろ館にＡＥＤ機器を整備したものとなります。続きまして目１０畜産事業費に

なります。節１８負担金補助及び交付金で、２行目の畜産振興協会補助金につきましては、町の

畜産協会への助成金となります。次のページをお願いいたします。上段の畜産振興事業補助金に

つきましては、優良家畜導入保留事業に７７５万円、悪臭や害虫対策などの環境対策費として１

０８万６,０００円、ヘルパー事業として１２９万７,０００円等を支出したものです。次の家畜

伝染病防疫対策補助金は資材分として交付をしたものです。次の畜産経営継続支援金は、配合飼

料の高騰により経営、経営が逼迫している畜産経営体に対し、畜種ごと支援をしたものとなりま

す。次の目１２農業振興地域整備促進事業費につきましては、開催した農業振興地域整備促進協

議会に関する報酬費用費弁ということになります。次に目１３中山間地域等直接支払制度事業費

です。節１報酬と節８旅費で、中山間地域等直接支払制度推進協議会委員の会議及び現地確認に

伴う報酬及び費用弁償を計上しておりますが、現地確認を含め年間３回開催したものです。また

節１８負担金補助及び交付金の中山間地域等直接支払交付金につきましては、国２分の１、県４

分の１、町４分の１を支出し、協定に基づき４０集落へ支出したものです。次に目１４多面的機

能支払制度事業費です。節１８負担金補助及び交付金で多面的機能支払い交付金、農地維持資源

向上共同と資源向上長寿命化の交付金につきましては、全６４組織分をあさぎり町広域協定で取

りまとめて事業を行うもので、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１を支出、合わせて支

出をするものです。次のページをお願いいたします。上段の現地確認支援システム負担金は、土

地改良団体連合会のモデル事業として平成２９年度から農地の確認をタブレット端末により行っ
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ているものに対する負担金です。次の目１５環境保全型農業直接支払制度事業費は、歳入で説明

をしました化学肥料等を低減する取組に対して交付されるものとして、１０件の活動に対し交付

したものです。次の節２２償還金利子及び割引料の返還金については、取組におけるメニューに

ついて重複するものがあったため、国県分を合わせて返還したものとなります。次に目１６農地

費になります。節１０需用費の修繕料は、主に台風１４号で被災した排水路や集水桝、農道等の

農業用施設における２９か所分の修繕となります。次の節１２委託料は、団体営事業となる清水

地区排水路改修等にかかる土改連への設計委託料となります。次に節１３使用料及び賃借料は、

用排水路における土砂撤去や法面封土の除去に係る機械借り上げ料４８件分となります。次に節

１４の工事請負費ですが、清水地区における団体事業に係る工事前払金となります。また繰越明

許分につきましては、吉井地区排水路改修と須恵上代地区揚水ポンプ更新工事分となります。次

に節１５原材料費につきましては、被災箇所等の修繕に対し材料、要した材料代となります。次

に節１８負担金補助及び交付金です。土地改良事業団体連合会負担金につきましては、一般特別

農道台帳管理の各賦課金の合計になります。また土地改良区負担金は、令和２年７月豪雨を受け

各土地改良区と分担契約を結んでおりますが、それに基づき負担金を支出したものです。次に熊

本県農業農村整備事業推進交付金ですが、百太郎溝土地改良区が取り組んだ改修工事で、対象事

業費の２０％を負担したものです。次に田んぼダム協力支援事業助成金は、対象農家６件、６件

分への助成金となります。次のページをお願いします。また県営土地改良事業負担金につきまし

ては清願寺ダムから農業用導水管等修繕工事に伴う県営事業負担金となります。次に目１７川辺

川総合土地改良事業費です。まず節７報償費ですが、国営川辺川土地改良事業における地区実証

展示圃場の調査費となります。次の節１８負担金補助及び交付金ですが、川辺川土地改良区運営

費運営補助金につきましては、関係６町村で負担しているものになります。また国営造成団地畑

地かんがい緊急対策補助金につきましては、造成団地の井戸ポンプ電気料の補助をしたものです。

また国営川辺川土地改良町及び農家負担金につきましては、事業の完了に伴い負担金の９割を余

納金として納付したものです。８６ページをお願いいたします。林業費になります。目１、下段

の目１林業総務費は主に人件費、町有林の管理業務委託料と林業関係の団体負担金を計上したも

のになります。次のページをお願いいたします。節１２委託料の町有林管理業務委託料は、球磨

中央森林組合へ町有林の監視や維持管理などを委託しておりますが９名が従事されているもので

す。次の出生祝い用木製贈答品制作委託料は、森林環境譲与税を財源として事業を実施、製作を

作成したもの、また木製額縁製作委託料は、金婚式夫婦表彰時賞状の額縁製作になります。次の

節１３使用料及び賃借料は、町有林アクセスのため皆越地区八ヶ峰の作業用作業、作業道用地借

上料となります。次の節１８負担金補助及び交付金は、各種協議会への会費や負担金となってお

ります。下から２行目の緑の少年団補助金につきましては、上小学校、岡原小学校、須恵小学校

の３校分となります。次の球磨中央林業活性化協議会負担金は、平成３０年度から令和２年度ま

での３年間、スマート林業構築実践事業を管内４町村と森林組合等で組織し管内の森林について

航空レーザー測量を実施し解析を行い、伐採や作業道開設の省力化や需要のマッチングなどによ

る流通システムの簡素化によってコストダウンを図るために、関係町村と森林組合で負担しなが

ら引き続き協議会の運営を行っているものです。次に、目２林業振興費となります。節１８負担



- 129 - 

金補助及び交付金の椎茸生産事業補助金は、種駒購入に対して事業費の２分の１の補助をしてお

りますが、４軒の農家へ交付したものです。次の林業活性化協議会負担金は、林業木材産業の活

性化を推進するため熊本県伝統工芸館で手仕事展を行い、種工芸のつくり手の意欲向上とあさぎ

り町のＰＲを図ったものです。次の特用林産物施設化推進事業補助金は、特用加工流通安定生産

施設整備のために２軒の林業者の方へウッドチッパーの導入や施設整備に対し補助を行ったもの

です。また林業従事者育成促進事業補助金は、林業従事者が個人で使用するチェーンソーや刈り

払い機の林業機械を導入する経費について２分の１以内で支援をするもので、２軒の林業従事者

へ交付したものです。次の森林山村多面的機能発揮対策事業負担金は、荒廃が進む竹林の保全管

理や資源を活用するための活動組織に対して支援されるもので、あさぎり町放置竹林再生協議会

に対し、国県の補助とあわせて町の支援を行ったものです。次の目３公有林整備事業費です。節

１１役務費の組合手数料は、森林組合への素材生産造林委託料の５％となっております。次のペ

ージをお願いいたします。市場手数料は、素材生産収入の６％と椪積料となっております。次の

森林保険料は、町有林３８７.２５ヘクタール分の掛金となります。次の節１２委託料の測量設計

委託料は、深田内山地区法面保護対策に係るものとなります。次の素材生産委託料は、間伐７件

を森林組合へ運搬、販売を委託したものです。次の造林委託料は、同様に間伐、下刈り、人工造

林、鳥獣害防止ネットを森林組合へ委託したものです。次の節１５原材料費は、歳入で説明した

植樹祭で使用した苗木代になります。次の節１６公有財産購入費は、深田地区荒茂の分収林を買

上げたものです。次に目４林道維持費、節１０需用費の修繕料は、林道施設である林道路肩の排

水路、路肩や排水路等の比較的軽微なものの修繕４か所行ったものです。次の節１３使用料及び

賃借料の機械借上料は、各林道の法面、路面補修、清掃等で使用を機械を、清掃等で機械をリー

スしたもので台風１４号による影響で、影響など被災したものに対し３７件の機械の借り上げを

行ったものです。次の節１５原材料費は、修繕や補修工事に付随する大型土のうや横断工などに

なります。次に、目５町獣害被害防止事業費になります。節１１役務費の保険料は、実施体が設

置する罠に対する保険料となります。また節１８負担金補助及び交付金の有害鳥獣駆除補助金は、

町内に５隊ある捕獲隊へ運営補助金として各隊１０万円を補助したものです。次の有害鳥獣被害

防止対策協議会補助金につきましては、協議会の運営費、わな等の購入や若手狩猟者育成促進事

業として、箱罠くくりわなの研修や講座及びジビエ教室などを実施したものです。また有害鳥獣

捕獲補助金ですが令和４年度の実績としまして鹿９２８頭、イノシシ２６８頭、サル１２頭、カ

ラス５４羽、アナグマ４７頭を捕獲しておるところです。次のページをお願いします。目１水産

業総務費で球磨川漁協稚魚放流事業委託料は、球磨川漁協の協力のもと毎年実施をしているもの

であさぎり町内の上地区の３河川と岡原、須恵地区の３河川、合計６ヶ所にヤマメの稚魚３万６,

０００匹を放流したものです。次に１２４ページをお願いいたします。災害復旧費になります。

下段の目１の農地等災害復旧費の節１２委託料は、台風１４号により被災したものに対し土改連

へ委託したものです。節１４工事請負費につきましては、令和２年度で被災した分を単独事業で

実施した１件の工事分またその下事故繰越分につきましては、令和２年度で被災した１０か所分

の工事費となります。次の目２林業施設災害復旧費の節１２委託料につきましては、４件分の設

計委託料となります。次の節１４の工事請負費につきましては、上段が現年度で実施している１
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か所分の工事と２段目繰越し分は７本分の工事、また最下段、事故繰越分は、１か所分の工事請

負費分となります。以上で農林振興課所管分の説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  はい、説明の途中でございますが、ここで休憩をいたします。午後は１３

時３０分より再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。それでは商工観光課所管分について御説明を申し上げま

す。１２ページをお願いします。歳入です。款１３分担金及び負担金、項２分担金、目３商工観

光費負担金、ふるさと市町村圏事業負担金につきましては、ふるさと市町村圏基金分の広域行政

組合からの分配金になります。次、款１４使用料及び手数料です。次のページをお願いします。

最上段、目５商工施設使用料につきましてはポッポー館及びＪＡくま免田支所分を計上しており

ます。２１ページをお願いします。続きまして款１９繰入金です。次のページをお願いします。

目５産業活性化基金繰入金です。充当先は、農業支援センター運営費と商工業振興補助金になり

ます。続きまして、雑入です。２４ページをお願いします。商工観光課所管としましては備考欄、

下から１２番目の商工コミュニティセンター電気料、くま川鉄道とＪＡ分を受入れておるもので

す。その下人吉球磨観光地域づくり協議会派遣職員負担金につきましては、令和３年度にあさぎ

り町からの派遣職員分として負担金を受入れたものです。続きまして２７ページをお願いします。

目４商工すいません、商工観光債、節１販路拡大事業債につきましてはあさぎり商社での販売、

販路拡大事業への財源として借入れたものでございます。４２ページをお願いします。歳出にな

ります。主なものについて説明いたします。基金費積立金になります。表、備考欄最上段から３

段目の産業活性化基金積立金につきましては、基金利子を積立てたものでございます。８９ペー

ジをお願いします。款６商工観光費、項１商工費、目１商工総務費、節１２委託料です。土地鑑

定委託料につきましてはポッポー館前の民地の鑑定委託料を行ったものでございます。学生応援

プロジェクトにつきましてはコロナ禍による大学生などの生活応援として実施したものでござい

ます。４年度の申請件数は１０４件でございました。その下、くま川鉄道沿線等基金構想委託料

は昨年度実施しましたあさぎり駅周辺整備基本構想策定の委託料になります。節１６公有財産購

入費につきましては事情により、今年、令和５年度に繰越しとしました。節１１役務費の登記手

数料５万３,０００円につきましても繰越しとしております。節１８負担金補助及び交付金です。

主なものとして商工会への補助金と、次のページをお願いいたします。備考欄上から３段目、店

舗改装事業につきましては、新築が３件、改装が５件の計８件の実績を計上しております。その

下、住宅リフォーム等補助金実績につきましては、新築が９件、リフォームが５６件、計６５件

でございました。一つ飛びまして地域イベント等補助金につきましては花菖蒲祭り、ウィンター

イベントフェスティバル、ひな祭り結婚対策イベントへの補助となります。その下販路開拓強化

事業補助金につきましては歳入で説明いたしましたあさぎり商社への販路拡大事業への補助とし
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て支出しております。一つ飛びまして消費生活相談業務負担金につきましては協定先の人吉市役

所に支出をしております。次のおまけつき商品券発行事業補助金につきましては１０％のプレミ

アム分として商工会に支出しております。その下、商工業振興補助金につきましては７８件に交

付をしております。続いて新型コロナウイルス感染症関連商工業制度資金利子補給金につきまし

ては５０件の申請がございました。続き、次の新型コロナウイルス感染拡大防止飲食店等時間時

短要請協力負担金につきましては、第六波時における熊本県要請総額の１０％の町負担金を、町

負担金になります。続きまして、目２商工施設費、節１０需用費、電気料につきましてはポッポ

ー館商店街街路灯、駐車場中央広場の街灯分になります。修繕料の主なものとしましてはポッポ

ー館、アーケード街アーケード屋根の破損による修理を行っております。節１２委託料につきま

しては、施設管理委託料につきましてはポッポー館の夜間休日の施設管理をシルバー人材センタ

ーへ委託しているものでございます。以下はそれぞれポッポー館に付随する委託となっておりま

す。次のページをお願いします。節１７備品購入費の主なものとしましては会議用パーテーショ

ン、外国語翻訳機となります。続いて項２、目１観光費、節１０需用費でございますが備考欄、

印刷製本費につきましてはパンフレット増加分です。電気料につきましては幸福駅、薬師さん、

谷水薬師、秋時観音の外灯になります。修繕料の主なものとしましては、ビハ公園キャンプ場の

水道施設及び送水管修理、麓城登山道の一部破損による修理などになります。節１１役務費の備

考欄広告料につきましては高速道路サービスエリアのリーフレット等に広告依頼をしております。

廃棄物処理手数料につきましては黒田ハウス撤去に伴う手数料となります。害虫駆除手数料につ

きましてはビハ公園ライン出来ておりましたスズメ蜂の巣と蜂の駆除になります。続きまして節

１２委託料の主なものとしましては、備考欄おかどめ幸福駅売店指定管理委託料のほか、各施設

の浄化槽の管理、次のページをお願いします。上からそれぞれの施設等の周辺の除草及び管理委

託、その中で樹木特殊伐採委託料につきましては、谷水薬師参道本道周辺、登山道入り口、周辺

の高木の枝落ち防止の特殊伐採を委託したものでございます。ビハ公園の樹木剪定委託料につき

ましては、公園内の大きくなり過ぎた紅松の枝の剪定を行ったものでございます。節１７備品購

入費の主なものとしましては、キャンプ場管理等への防犯カメラセットの購入になります。節１

８負担金補助及び交付金の人吉球磨観光地域づくり協議会負担金は、地方創生推進交付金を充当

しておるところでございます。項３目１定住促進費、節１から次のページの節８旅費、備考欄費

用弁償につきましては、定住対策支援員として配置しております会計年度職員１名分となります。

次のページです。節１８負担金補助及び交付金備考欄、定住、定住促進奨励補助金につきまして

はあさぎり町に新たに新築または中古物件を購入された方の方を対象に交付をしております。昨

年度は４０歳未満の方が８件、４０歳以上が３件の計１１件の方に交付をしております。以上で

商工観光課所管分についての説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  建設課所管分につきまして説明いたします。１３ページをお願いし

ます。歳入でございますが、目の２番目、目６土木使用料、節１住宅使用料につきましては、町

営住宅使用料及び浄化槽使用料でありまして、住宅使用料の現年度分の徴収率としましては、９

９.６％ということになります。収入未済額１,０６３万７４２円のうち住宅使用料につきまして
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は、現年度分が１３件で２８万６,２６２円。過年度分が延べ１１３件で１,０３２万２,５８０円

となります。１５ページをお願いします。目の最後、目４土木費国庫補助金、節１土木管理費補

助金で、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金につきましては、耐震化支援事業の補助金に

なりますが、耐震診断６件と耐震改修工事３件に対するもので、収入未済額につきましては、令

和５年度への繰越しによるものです。節２道路橋梁費補助金につきましては、歩道整備、舗装補

修、橋梁補修及び自転車道整備に伴う補助金で、明許繰越では、歩道整備、舗装補修及び橋梁補

修分を受入れております。収入未済額につきましては、令和５年度への繰越しによるものです。

次の１６ページをお願いします。節３住宅費補助金につきましては、平和団地の改修工事に伴う

補助金となります。次の目５災害復旧費補助金、節２公共土木施設災害復旧事業費補助金につき

ましては、町道及び河川の災害復旧事業に伴う補助金でありまして、事故繰越としましては、皆

越線の災害分になります。収入未済額につきましては、令和５年度への繰越しによるものです。

目の下から２番目、目３土木費国庫委託金、節１土木管理費委託金につきましては、球磨川の排

水樋門の管理委託金になります。１９ページをお願いします。目５土木費県補助金、節１土木管

理費補助金につきましては、耐震化支援事業の補助金でありますが事業完了が年度末であったこ

とから、申請事務の手続上、６年度での受入れとなったことで、それから繰越し分もありますの

で未収入となっておるところでございます。２０ページをお願いします。目の２番目、目２農林

水産事業費県委託金、節１農業費委託金で、２行目の清願寺ダム管理委託金につきましては、ダ

ム管理経費の２分の１を県から受入れております。次の目３土木費県委託金、節１河川費委託金

につきましては、県管理河川の護岸の雑草処理の委託金になります。２４ページをお願いします。

雑入になりますが、下から１０番目、１０行目で、公営住宅火災共済機構住宅防火補助金につき

ましては、町営住宅の火災警報器の更新に伴う補助金になります。次の行の防災ダム事業負担金

返還金につきましては、令和２年度の清願寺ダム防災事業の実績に伴う返還金を受入れておりま

す。次の行の熊本地震復興基金交付金過年度分につきましては、令和３年度の耐震化支援事業に

対する補助金になりますが、年度末完了分につきまして申請事務の手続上から６年度での受入れ

となったものです。２７ページをお願いします。目５土木債、節１道路橋梁債につきましては、

道路改良や舗装補修事業等の財源としまして合併特例債を借入れておりますが、予算額と収入済

額の差額分につきましては、令和５年度に繰越して借り入れるものとなります。次の節２河川債

につきましては、町管理河川の浚渫事業の財源としまして、緊急浚渫推進事業債を借入れており

ますが、予算額と収入額の差額につきましては、令和５年度に繰越して借り入れるものとなりま

す。目８災害復旧債、節２公共土木施設災害復旧事業債につきましては、河川と道路の災害復旧

に伴って借入れておりますが、予算額と収入額の差額につきましては令和５年度に繰越して借り

入れるものとなります。８５ページをお願いします。歳出でございますが、目１８清願寺ダム管

理費につきましては、ダム管理に要する費用でありまして、主なものとしましては、次の８６ペ

ージをお願いします。節１２委託料で、機械設備の保守点検や清掃委託、観測業務の費用と節１

８負担金補助及び交付金で、清願寺ダム防災事業負担金としまして、ダム施設の更新に向けての

計画策定費２３１万円の５０％の負担金。次の清願寺ダム農地等災害復旧事業負担金としまして

令和２年の災害での流木と土砂の撤去事業費２億２,０００万円の０.１％と令和４年の災害での
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流木と土砂の撤去事業費２,８５３万円の０.２％の負担となります。９３ページをお願いします。

目１土木総務費につきましては、職員給与と会計年度任用職員の報酬などのほか、次の９４ペー

ジをお願いします。節１８負担金補助及び交付金につきまして耐震化支援事業の補助金でありま

すが、耐震診断６件と耐震改修工事５件が行われておりまして、そのうち耐震改修工事２件分が

翌年度への繰越しとなっております。次の目２環境整備資材等支給事業費につきましては、住民

協働に伴う支出でございますが、１７地区で２１件の事業が実施されまして、生活環境の改善に

取り組んでいただいております。主な支出としましては、節１３使用料及び賃借料で、道路整備

や支障木伐採に伴う機械借り上げの費用、それから節１５原材料費で道路舗装に要する生コンや

ごみ収集所の改修に伴う資材費となります。次の目１道路橋梁総務費につきまして、節１２委託

料は、令和３年度に行いました道路改良等で延長や道路の幅に変更が生じた分についての道路台

帳の補正を行ったものです。節１８負担金補助及び交付金の３行目、県工事負担金につきまして

は、単県事業で実施されました国道の側溝整備と県道小枝深水線の改良に伴う負担金であります。

次の９５ページをお願いします。目２道路維持費につきまして、節１０需用費の４行目、修繕料

は、主に舗装や法面の修繕を行ったものです。節１１役務費の２行目で、登記手数料につきまし

ては道路用地における分筆登記に要したものです。節１２委託料の道路維持委託料につきまして

は、除草業務などを土木業者、シルバー人材センター、農業支援センターに委託したものです。

調査設計委託料につきましては、舗装路面の性状調査を行ったものです。道路施設等維持管理作

業員派遣業務委託料につきましては、作業員１０名の派遣費用です。繰越明許での設計委託料と

調査設計委託料につきましては、立野線の法面対策分になります。節１３使用料及び賃借料の機

械借上料につきましては、町道へ封土があったときの土砂を撤去したものなどです。仮設材リー

ス料につきましては、立野線で通行を確保するために敷き鉄板を設置しているものです。次の９

６ページをお願いします。節１４工事請負費につきましては、補助事業としまして、舗装補修、

橋梁補修や自転車道の整備を行ったほか、単独の事業としまして防護柵設置や排水対策工事など

を行っております。繰越明許による工事につきましては、橋梁や舗装の補修、排水改良の工事を

行っております。翌年度への繰越しとしまして、舗装補修と法面改良の工事になります。節１５

原材料費につきましては、舗装補修用合材、側溝の蓋など道路補修のための資材を購入したもの

です。節１６公有財産購入費につきましては、上村岡原線の改良における用地取得になります。

節１７備品購入費につきましては、道路の維持管理作業用で、刈払機３台の更新と夏場における

作業員の休憩用で簡易テント３張りを購入しております。次の目３道路新設改良費につきまして、

節１２委託料では、柳別府岡原線、鷺巣村中山本線の道路改良のための測量設計を行っておりま

す。次の９７ページをお願いします。節１４工事請負費につきましては、上村岡原線、薬師堂線、

須恵深田線の改良工事でありまして、薬師堂線を翌年度への繰越しとしております。繰越明許の

工事につきましては、江島田頭川線、薬師堂線の改良工事であります。節１６公有財産購入費に

つきましては、江島田頭川線の用地取得でありまして翌年度への繰越しとしましては、薬師堂線

と今井中学校線の用地取得分になります。節２１補償補填及び賠償金につきましては、今井中学

校線の物件補償であります。次の目４道路改良費につきまして、節１２委託料では、岡原免田線

の工作物調査、免田中央通り線の測量設計及び建物調査を行っておりまして、繰越明許で、岡原
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免田線の調査設計と用地測量、永宮７６号線の測量設計を行っております。節１４工事請負費に

つきましては、古町永才線の歩道整備と下里永峰線の改良工事でありまして、古町永才線を翌年

度に繰越しております。また岡原免田線と永宮７６号線につきましても翌年度の繰越しとしてお

ります。繰越明許の工事につきましては、古町永才線の歩道整備であります。次の９８ページを

お願いします。節１６公有財産購入費につきましては、繰越明許で黒田古町線の用地取得を行っ

ておりますが、地権者との協議が難航した分につきまして不用額が生じております。翌年度への

繰越しとしましては、黒田古町線と岡原免田線の用地取得になります。節２１補償補填及び賠償

金につきましては、黒田古町線の用地取得に伴う補償でありますが、用地取得の繰越し等を合わ

せて、黒田古町線と岡原免田線の補助についても翌年度への繰越しとしております。次の目１河

川総務費につきまして、節１２委託料で、樋管操作員委託料につきましては、球磨川の樋管１９

か所の管理委託であります。県河川除草委託料につきましては、県管理河川７河川の除草になり

ます。水門操作委託料につきましては、田頭川放水路の水門の管理委託になります。節１３使用

料及び賃借料につきましては、堆積土砂の撤去などの機械借上料になります。次の目２河川改修

費につきまして、節１２委託料は、伊賀川の内水被害対策の計画策定を委託しておりますが、翌

年度への繰越しとしております。節１４工事請負費につきましては、町が管理しております河川

の改修や浚渫になりますが、ほぼ繰越明許での工事でありまして現年度予算のほとんどを翌年度

への繰越しとしております。次の目１公園費につきましては、岡留公園、向町親水公園、中島親

水公園の管理費用でありますが、主なものとしましては、節１０需用費の次のページになります

が、４行目の修繕料で岡留公園の遊具の修繕を行っております。次の目１住宅管理費につきまし

ては、町営住宅の管理に要した費用となりますが、節１０需用費の次の１００ページをお願いし

ます。上から２行目で、修繕料につきましては、住宅の壁や床、水回りの修繕などで、経年劣化

により修繕を行ったものです。節１１役務費の５行目で、建物災害保険料につきましては、町営

住宅の火災保険の掛金であります。節１２委託料の２行目で浄化槽管理委託料につきましては、

４団地分の保守点検の費用であります。次の目２住宅建設費につきまして、節１２委託料の設計

委託料は、別府団地の改修をするための設計を行ったものです。監理委託料につきましては、平

和団地、新堀之内団地の改修工事におけるものです。次の１０１ページをお願いします。節１４

工事請負費につきましては、平和団地、新堀之内団地の改修工事、それから竹野団地で２棟の解

体を行っております。１２５ページをお願いします。目１公共土木施設災害復旧につきまして、

節１２委託料は、令和４年９月の台風１４号により被災しました道路５か所、河川３か所の測量

設計を行ったものです。節１４工事請負費につきましては、令和３年発生の災害復旧で４件を予

定しておりまして１件は完了しましたが、昨年の台風１４号による災害の影響から残り３件を繰

越しております。また令和４年発生の災害のうち応急復旧の１件と単独事業で６件を実施しまし

て、災害復旧事業１件を繰越しとしております。繰越明許及び事故繰越につきましては、令和２

年発生の災害復旧になりますが、繰越明許で１件、事故繰越で７件の復旧工事を行いまして、皆

越線では、昨年の台風１４号の災害によりまして通行が遮断されたことで、工事が続行出来ずに

完了に至らなかったことから、それぞれ不用額が生じております。以上で建設課分の諸説明を終

わります。 
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◎議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは上下水道課所管分について説明いたします。ま

ず、歳入でございます。目の下から２番目、目３衛生費国庫補助金、節１保健衛生費補助金、備

考欄の浄化槽設置交付金は、下水道区域外において合併浄化槽を設置された個人に対しまして国

県町それぞれ３分の１ずつ負担し、合併浄化槽設置に対する補助金を交付しておりますが、国庫

補助分について受入れたものとなります。次に１８ページをお願いします。目の中ほど目３衛生

費県補助金、節１保健衛生費補助金、備考欄１番上の浄化槽設置事業費補助金につきましては、

先ほど説明しました国庫補助金と同様に個人が設置した合併浄化槽に対し交付する県補助金分を

受入れたものとなります。次に歳出となります。６９ページをお願いします。目の２番目、環境

保全費になりますが、次のページをお願いします。前のページの目３環境保全費の続きで節の中

ほど節１８負担金補助及び交付金、備考欄の２段目、浄化槽設置整備事業費補助金は、個人で設

置された合併浄化槽１０基に対しトイレの改造費等の補助金を加えて交付したものです。その二

つ下、合併浄化槽維持管理費補助金につきましては、下水道処理区域外の合併浄化槽設置の御家

庭に対し、下水道使用料相当額と合併浄化槽維持管理費の差額を補助したもので個人が２８９件、

公民分館７区に補助金を交付しております。７６ページをお願いします。目の２枠目、目１０水

道費、節１１役務費の給水車保険料とその下、節１２委託料の給水タンク等清掃委託料、節１３

使用料及び賃借料の入浴施設使用料は、台風１４号による１４号による水道施設の被災により断

水等が発生したため熊本市から給水支援を受けた際の経費となっております。また断水等の影響

を受けた方へ、ヘルシーランドの無料開放をした際の費用となっております。その下目１０水道

費、節１８負担金補助及び交付金、水道事業会計補助金は、水道事業の収益的収入の財源としま

して総務省通知の公営企業繰出基準相当額と水道事業経営安定化に基づく繰り出しを行ったもの

でございます。その下給水支援活動費負担金は、熊本市から給水支援を受けた際の負担金となり

ます。その下節２３投資及び出資金は、水道事業会計の資本的収入の財源として主に起債の償還

元金や建設事業費の財源の一部として繰り出しを行ったものです。次に１００、１０１ページを

お願いします。目の上段、目１下水道費、節１８負担金補助及び交付金、下水道事業会計補助金

は、収益的収入の財源としまして主に総務省通知による公営企業繰出基準相当額を繰り出したも

のでございます。次の節２３投資及び出資金、下水道事業会計出資金は、資本的収入の財源とし

まして、主に起債の償還元金や建設改良費の財源の一部として繰り出したものでございます。上

下水道課所管分つきましては以上となります。 

◎議長（森岡 勉君）  説明が終わりました。追加の説明はございませんか。よろしいですか。説

明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑は各課ごとに行っていきます。それでまだ

質疑が足りないようであれば、一括で質疑をしていただく時間を設けたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  それでは、最初は会計課分です。質疑ありませんか。ありませんか。 

◎議長（森岡 勉君）  次に、総務課分です。質疑ありませんか。８番豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  はい８番です。不用額、不用額調書、６ページ、消防団員の報酬

についてお尋ねをいたします。１,６９７万１,０００円の執行残がございます。理由としまして、

火災、行方不明捜索等の出動が見込みより少なかったためというふうにありますけれども、予算
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計画を立てられる時に、災害行方不明者等の捜索等は中々予想は難しいというふうに思いますけ

れども、その回数の根拠とですね、それから消防団員の報酬には、団長等の報酬も含まれている

と思いますけれども、団長の消防団長の報酬は年額幾らなのか、２点お尋ねをいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。１点目消防団員の出動報酬の積算の根拠ということでございま

す。根拠といたしましては、まず火災の出動２,０００円の１００人掛けるの６回、それから風水

害の出動につきましては、１日、時間が長いということで８,０００円の３４０人の１０日。それ

から、行方不明者捜索出動につきましても同じく８,０００円の３４０人の６日間を積算、予算の

根拠としては計上しているところでございます。それから、２点目の質問で消防団長の報酬とい

うことでございましたが、消防団員の報酬につきましては、令和４年の３月の議会におきまして

消防団員の処遇改善ということで、年報酬につきましては改定をお願いして、したところでござ

います。令和４年度の消防団団長の報酬につきましては、年額１１万６,０００円ということにな

っております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ８番、豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  はい、積算の根拠については中々ですね、火災とか災害あるいは

行方不明の捜索ということで回数の予測は困難だろうというふうに思います。中々ですね、例年

の実績あたりを勘案しながらという話ではあろうかというふうに思いますけれども、実は消防団

長の報酬を聞きましたのは、前あの経験者の方と話をした時に、今話を聞き、お伺いしまして１

１万６,０００円と。近隣の町村の消防団長の報酬も１１万６,０００円だという話を聞きました。

私はこれを聞いてですね、非常に責任ある仕事、命をかけてですね、する役職について、非常に

報酬的には安いんではなかろうかなというふうに、気がするんですよ。ただこれが、全国ベース

という、他の近隣町村あたりも変わらんという話を聞いて、もうほとんど名誉職あるいはもうボ

ランティアなんだということを非常に感じました。令和４年３月に処遇改善として消防団員の報

酬が改定されたという話でありますけれども、今、先ほどの決算の説明の中で消防団員数が５９

１名という話がありましたけれども、ここ近年の消防団員の動向あたりをちょっと教えていただ

いて恐らく減ってるんではなかろうかというふうに思うわけですよね。災害あたりは非常に増え

ている、ところがそれを担うですね、団員が数の確保等を考えればそこら付近がですね、こうい

ったところで、直接、団員確保につながるかどうか分かりませんけれど、そこら辺りをどういう

ふうに考えていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。消防団員の人数ということでございますが、令和４年につきま

しては、５８５名の団員がおったわけですけども、退団者が非常に多くて今年令和５年４月１日

では、５４８名ということで、これ減っております。消防団員数につきましてもこれ全国的に見

てもですね、やっぱりこうずっと減ってきている状況でございます。団員の募集等もかけてはお

るんですが、なかなかこう仕事の都合であるとか、いろんな条件でですね、なかなか新入団員の

確保が難しいという状況ではございます。なるべく入ってもらうよう勧誘はしているところでご

ざいますがそういう状況でございます。それから団長の報酬につきましてもですね、先ほど１１
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万６,０００円という話ししましたけれども、これ球磨、人吉管内では、球磨村が１番、多くて、

多くてといいますか、１２万円ですね。その次に１１万６,０００円ということで、これ上球磨４

か町村上消連の４か町村につきましては、金額も合わせたところということで団長は１１万６,０

００円。それから、団員につきましては３万７,０００円という年報酬になっております。ちなみ

に、人吉の団長さんは団長は９万３,５００円ということで非常に本当、ボランティアに近い団長

報酬というふうになっております。消防団活動につきましてはですね、日頃からいろいろ指導、

災害等にも出ていただいております。今後も引き続き、そういう活動はお願いしたいということ

ですけども、団の報酬、報酬につきましてもですね、これまたここだけで決めるというとこがな

かなか難しいということ、というふうには感じております。 

◎議長（森岡 勉君）  ８番、豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  はい、確かにですね、処遇改善だけ報酬を上げれば団員が確保で

きるのかというのは、なかなかつながらない、つながっていかない面もあろうかというふうにも

思います。ただですね、団長報酬につきましては、確かに非常に私はどうしてあの命をかけて報

酬がこれだけなのかっていうの分かりませんけれども、そこらあたりはですね、町長あたりの考

えをですねちょっとお尋ねしたいんですが、近隣町村あたりも同程度の規模の報酬だということ

でありますけれども、非常に会議等あたりで消防団の幹部の方に合われる機会も多いというふう

に思いますけれども、そういったところはどういうふうに感じておられるのか、最後にお尋ねし

たいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。そうですねやはり消防団幹部の方につきましては非常にボラン

ティア的に一生懸命町の町民の生命財産を守るために日々活動されております。そこら辺でです

ねやはり私もできる限りの対応は、報酬を、に関してもですけれども、そういう待遇面について

も充実させてあげたいところですけれども、やはり上球磨消防四つの町村で構成されてますけれ

ども、そういったところでも協議が進められると思っております。そうですね、今の幹部の方々

に対しまして、そういった協議の場を持ってですね、話を進めていければと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに総務課分についての質疑ありますか。１０番、永井議員。 

○議員（１０番 永井 英治君）  はい。１０番です。ページは１０３ページにですね、上から何

番目ですか。報償費の中に自主防災、代表者会議、謝金という項目があります。これにつきまし

てまずですねその代表者会議が年に何回開催されておるのか、それから自主防災組織それぞれの

地区にあるわけでございますけども、現在、その自主防災組織それぞれの地区の組織がですね、

抱えている課題といいますか、大変進んでいる地区も、例えば、名前を挙げますと柳別府地区と

か永山地区とかあると思いますけども、そういったところのまだ、まだまだ地区によっては温度

差があると思います。そういったところの課題とかがありましたらばお伺いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。１点目の御質問、自主防災組織、連絡会議の開催の回数内容と

いうことでございます。これ７月の令和４年７月１９日ですね１回開催をしておりまして、４７

名の方が出席していただいております。それから、内容につきましては防災事業の説明の講習、
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それから避難行動要支援者名簿の配布等ということで会議を開催しておるところでございます。

それと自主防災組織の課題ということでございますが、一応今のところ全地区といいますか、ほ

ぼ自主防災組織を組織していただいてですね、それぞれ活動はしていただいてるところでござい

ますが、代表者の方、また地区のほうによってもですね、自分が住んでる地域が当然、いろんな

危険なところもあれば、そうでもないところも、にお住まいの自主防災の方もおられますので、

そこら付近の防災意識にかの取組については、それぞれまたこれ温度差というの考え方がですね、

違うところもあってということで、本当こう積極的に活動されてるところもあれば、まだなかな

かそういう活動が出来ていないという地区もあるという認識はしております。 

◎議長（森岡 勉君）  １０番、永井議員。 

○議員（１０番 永井 英治君）  はい。はい。おおよそその通りだと思いますけども、そういっ

たところでですね、それぞれの自主防災組織それこそさっきも言いました、いろいろな活動に通

じて、活動についてですね、すごい先進的な自主防災組織もあると。そういったところに少しで

も各自主防災組織を近づけるがためにはまた今からどういう啓発活動をやっていく、どういう大

きく言えば指導をやっていくというようなことが、していかなければいけないと思いますけども

ね。ですからそういったところをもうちょっと詳しいところ、せっかく危機管理監、橋本危機管

理監がおいででございますので、そこら辺りをお聞きしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  橋本危機管理監。 

●危機管理監（橋本 啓之君）  危機管理監の橋本であります。そうですね、本当に難しいですね。

これがなかなか進まない理由っていうのは、私はここに来て３年たちますけど、私以上に多分皆

様のほうがよく分かってらっしゃると思うんですよね。私的にこれを表現しますと、皆さんです

よ、平時のなりわいとか、生活、家族ですね。これがもういっぱいいっぱいなんですよね。いっ

ぱいいっぱい。危機管理といいますか、防災といいますか。これはプラスアルファ。プラスアル

ファの営みなんですよね。逆に言うと災害とか戦争とかを起きらなければ、起きらなければです

ね、普段の生活のことだけを一生懸命やってれば、普段の生活は何ら問題ないわけなんですよ。

分かりますかね、僕が伝えようとしてるところは。余裕がなければ、よっぽど余裕がある人しか、

やっぱりこの平時において危機管理、防災のリーダーとしての活躍っていうのは中々僕は厳しい

と思います。今言われた住んでるところていうところは、やはりその町民の皆様の防災リーダー

ですね。いわゆる区長様とか自主防災の会長様っていう方たちが、やはり努力をされてるんです

よね。もちろん自分の生活は日頃いっぱいいっぱいなんでしょうけど、いや町民のためにちょっ

と頑張ろうという方達ですね。その方が一歩前に踏み出してるか踏み出してないかの僕はただそ

れだけの差だと思う。じゃその踏み出したリーダーの方は何がきっかけかというと、一つは、僕

が知ってるのは、その地区内で孤独死が年間４回ぐらいあって、そしてそのお１人はすごく自分

の区長様も親しい方だった。そういうショックですよね。やはり何で助けてあげれなかったんだ

ろう、何で１週間も気づいてあげれなかったんだろう。このやはりそこの危機感というのは、平

時における人間関係の希薄化なんですよね。要するに、平時における人間関係の希薄化が進んで

いることがいざとなったときに救える命を救えないわけなんですよね。そういう時に、ところに

やはりアンテナが立った方ですね。あるいは自分の地区内に、もう寝たきりの方がいると。家族
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で一生懸命世話してるんですけど、いざとなった時に、この方はどうなるんだろうと。救い出せ

るんだろうかと。そういう危機感、そういうのを持たれた方っていうのが一歩前を踏み出すわけ

ですよね。で、私、そういう区内に入ってやってるんですけど、防災マップの作成支援とか。今

はですね、社協の方と一緒に支えあいマップそして防災マップという取組をやってるんですけど、

私たちにできることはその一歩を踏み出したリーダーさんをお支えすることしか出来ないんです。

そのリーダーをお支えすること。なのでその一歩を何とかしてですね、地区の区長様とか自主防

災のリーダーの方には踏み出していただきたいなと。踏み出しさえすれば、お支えすることは、

もう３６５日、土曜・日曜であろうが、夜であろうが、私は行ってですね、お支えする覚悟であ

ります。はい、お答えになりましたかね。はい。以上であります。 

◎議長（森岡 勉君）  １０番、永井議員。 

○議員（１０番 永井 英治君）  はい。そういうことでですね、私どももこの前も危機管理監か

らお話を聞きましたけども、そういったことで、自主防災組織として言わば組織の差がないよう

な、あさぎり町全体がですね、そういう意識のもとに立って自主防災組織を運営できることを願

っております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  答弁よかですか。ほかに総務課分については。１番小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、３点お願いいたします。１９ページ。下から２枠ですかね。

球磨川水系の防災減災ソフト対策等補助金。これあの以前もう１年、２年ぐらいはお尋ね、県の

基金の財源だと思いますけどこれ前も２年ぐらい前お尋ねした記憶あるんですが、県が基金の割

増しを、割増しというか積み増しをするような話だったというふうに聞いてますので、現在の県

の基金の状況ですね、要するにこの事業というか補助が、これからあのその目減り次第でしょう

けどどのくらい続くものなのかというようなことが分かりましたらお願いしたいと思います。そ

れからもう１点がですね１０３ページでございますが、防災倉庫の借上料がございます。これ現

在私の記憶では３年間の一応検討期間の間に防災倉庫を借り上げてある。その中で最終的に本町

の方向性というかですね、倉庫の整備をするかどうかとそういった話も、以前私どもお聞きして

るんですが、現時点でのですねその検討状況方向性がどのようになっておるかを簡単で結構でご

ざいますので、お願いしたいと思います。もう１点でございますが、これ総務課長が１番最初に

全体的なお話としてされた中で、給与費関係が、退職者と新規職員さんとの差額で職員さんの給

与費用総額が減っているというような趣旨のお話をされたと思いますが、逆に言いますと、予算

が決算額は減っております。減っておるということでございますが、何ていうかな。影響、業務

上のですね、予算上の動きとちょっと別といたしまして、日常業務の中でここ数年来の私どもの

認識は、退職者、早期退職の方々が多いという表現がどうか分かりませんが、かなりおられると

いう認識を私は持っておるんですが、その中で結果的に日常業務的にその影響はどうなのかなと。

それはそれで職員の皆さん方が今それぞれカバーされているんだと思いますが、実態としてどう

いう感じなのか総務課長の庁内、役場内ですね、全体の体制の業務の遂行上、総務課長としての

見ておられる状況をお願いできればと思います。言うまでもないんですが、最近ちょっといろい

ろ職員さん大変だから、大変だからこういうことがあるのかなみたいなことがちょっと正直私感

じるもんですから、そういう視点でお尋ねをしたところであります。 
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◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、まず１点目ですね、球磨川水系防災減災ソフト事業補助金のが

これがいつまで続くのかといいますか、状況ということでございますが、これにつきましては平

成２７年度から県のほうでは１０年間ということですので、今のところ令和６年度までの事業と

いうことで平成２７年度から令和６年度の１０年間を県のほうが基金を財源としてする事業とい

うことで、この事業、今んところ令和６年度までということでそれが延長になるのかどうかって

いう話までは、今のところまだ聞いてはおりません。それと、１０３ページですね、はい。防災

倉庫の借り上げをしておりまして、令和４年度から借り上げしたということで今現在令和５年の

２年目ということです。３年間の間にその倉庫の借り上げ、またそこをどうするかというところ

の検討状況ということでございましたが、検討状況としましては、県内のですね防災倉庫等につ

きましては、総務課内のほうで視察は行っております。まだそういう状況でして今後借り上げを

続けるのか、また違う形でですね、整備していくのか。そこら付近については、また今後、検討

していくということにしております。それから３点目ですね。職員が定年退職あるいは早期退職

した事によりまして当然新規採用職員も、採用をしてきたところでございます。まず当然退職さ

れた方、職員につきましては、経験豊富なですね、行政上の知識等も持っておられて退職を当然

されるわけですけども、替わりに新規採用の職員ということで採用しておりますが、これまたす

ぐすぐですね、入ってすぐから即戦力で頑張って頂ければ１番いいんですけど、なかなかこう、

すぐすぐこうっていうわけにもいきませんので、そこら付近は周りの職員がですね、助けながら

事務を進めておる状況でございます。新たに採用された職員につきましてもですね、研修等のほ

うにも行っていただいておりますので、そこで様々な研修のほうも進めておりますし、庁内、役

場の中でもですね、アドバイザー制度というのも設けておりますので、なるべく周りにおる方が

助けて業務に当たるようにしているところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。３番目の質問中々お答えづらいというか、私ももう今その

中で頑張っておられるんですが今の状況をどうこう言うつもりは全くございませんけども、です

から、あえて申し上げたいのはですからやっぱりその人事管理の中でうまく毎年ですね、新陳代

謝うまくやりながら、でもそこの影響を極力抑えていくようなところが今後ですね、これ個人個

人の考え方もありますから早期退職とは中々町として防げないってのは難しいと思うんですけど

ですね、そこの付近が若干気になりましたもんですから３点目をお尋ねしたところです。１点目

だけ、ちょっと確認です。私の聞き、勘違いでなければですね、令和２年度の災害の後ですね、

県のほうが基金の積み増しをしたいというようなことをこれを、確定じゃなくて、まだあの時点

ではマスコミ報道だったと思うんですがそういうことを聞いた記憶、これ知事のほうが発言され

てたと思うんですよ。ですから私はそれがもうなされてるのかなという印象があったもんですか

らですね。それでちょっとお尋ねしたところですので、これすいません自分でも確認すればよか

ったんですが、現時点でまだ確認出来てないのかもしれませんし今先ほど総務課長おっしゃった

とおりなのかもしれませんが、出来ましたらちょっと確認をしていただければと思います。と申

しますのはこれ、２点目の質問と絡むんですよ。こういった県のですね、対応がずっと続くんで
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あればですよ、まだその防災等に関していろいろ対応が町としても財政的に援助いただける部分

がありますけど、今、今こういう状況で、災害等が続きますから、自治体はやっていかなくちゃ

いけないんですが、やっぱり国とか県がいつまでそういったことを、今特例的にやってくれる部

分があってると思うんですけど、そういった部分をやっぱ考えて町の中で、財政ともう最低、最

低というかもう絶対やらなければいけない防災対策とですねその付近のことは、やっぱりもう永

久的な視点として捉えていくべきですので、そういう視点でちょっと先ほど基金のことをお尋ね

したところです。それで今日でなくて結構でございますから、よろしくお願いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、議員言われました球磨川水系防災減災ソフト対策事業について

は、また確認をとってですね、また今日出来ないのはまた総括のときでも説明したいというふう

に思います。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後２時３３分 

再開 午後２時４４分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。山口総務課長より追加説明の申

出があっておりますので、これを許可いたします。山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。先ほどの小谷議員の球磨川水系防災減災ソフト対策事業がこれ

いつまで続くのかというような御質問で、再度確認いたしました。先ほどは、令和６年度までと

いうふうに申し上げます。再度確認したところですね。これいつまで続くかということはちょっ

と分からないが県のほうとしては今後も継続していく方針ということでございました。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  引き続き、総務課分についてございますか。５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  ページ１０２の目４防災管理費、節１８負担金及び交付金の中の、

町の防災士会に助成金を１５万２,０００円やられてます、ですよね、補助金としてですね。防災

士会のほうでですね、防災士を増やすために補助金を、補助金ちゅうか受験料を出してます。今

後ですね災害が増えてきますし、防災士の人員がどれだけ町の中にいるかも分かりませんので、

防災士会の人間は分かりますが、町として防災士が何人おるかっちゅうのが分かってれば教えて

ください。 

◎議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時４６分 

再開 午後２時４８分 

 

◎議長（森岡 勉君） 会議を再開いたします。山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。議員質問の防災士の人数ということでございますけど、ちょっ

と資料を持ち合わせておりませんのでこれまた後でですね、報告させていただきたいと思います。 
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◎議長（森岡 勉君）  ５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  はい、後ほどまた教えていただければ結構です。というのがですね

防災士が、人数がちょっと少ないかなあと思いまして将来的に災害も多くなってますんでやっぱ

り知識を持った人を増やすということが必要かなと私は常に思ってます。ですので、できればで

すね、本来であれば総務課、教育委員会のほうもあって話したほうがいいんでしょうけど、中学

生とか小学生の時からですね、そういう教育を受ける、免許を取れる、小学生からでも防災士を

取れますんで、そういうある程度ですね、その補助的なもん、受けるところの補助とかですね、

そういうのをやっぱちょっとでも増やしてですね、意識を変えていくことがですね、将来的に自

主防の組織も運営できるし、ような人たちが出てきますんで、そういうことをやっていくべしで

ないかなと私は常に思ってますけど。今後そういうのをできれば増やしていただければと思いま

すが。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、防災士会の受験に対する費用の補助についてということでござ

います。今年といいますか、前回の防災士会の試験の補助につきましては防災士会のほうから、

ちょっと支出していただいたという経緯があるということは認識をしておりまして、ただいま議

員言われました受講に関する費用の一部補助についてもちょっと内部のほうでもですね、ちょっ

と検討させ、検討していきたいというふうに思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  はい。前向きにですね、そういうことを考えていただいてですね、

今後そういう知識を持った人をですね、増やすことによって町を守っていけるような活動ができ

ればいいと思いますんでよろしく、あの町長に答えていただいて。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。そうですね、消防団の分団長経験者は、受講だけでも資格が取れ

るというような話も聞いてますし、分団長上がりの退団予定者には、是非、防災士の資格、お願

いしてですね、できるだけ増やして町の防災に対する知識といいますか意識、こういったものを

向上に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに総務課分については、ありませんね。 

◎議長（森岡 勉君）  次に、次に企画政策課分です。質疑ありませんか。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい。３番難波です。企画政策課に３点お尋ねしたいと思いま

す。まず一つ目は３３ページ、ホームページの委託料というのが１１８万円ほどここに出してあ

りますけれども、例年と変わらないのかどうかですね。そして、このホームページのトップ画面

とかですね、ちょっとその辺についても余り変わってないっていうのが、皆さん、町民の方の意

見として私伺っておりますので、この件について。それから２点目は４６ページ、これも委託料

なんですが、モニターツアーということでですね、さっき説明がございました。これ２２７万円

ほどの金額になっておりますが、ここのモニターツアーに参加された企業そしてその期間などは

どれぐらいだったかというのをお知らせください。それから３点目は、生活応援券についてです

ね、これは不用額調書のほうなんですが１２ページ、不用額が２６８万円ほど出ております。私
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の一般質問のときでもちょっとお尋ねをしたわけですが、１.８％ぐらいの残ということで、事業

所からの換金率がですね、９８.９４％と聞いております。この換金忘れとか、そういう換金され

なかった業者、これは第１回目からもですねずっとあっていたのか、この３点についてお願いし

ます。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。それでは１点目の御質問ですけども、ホームページに係

る費用です。これにつきましては、管理業務委託というところになります。ですのでトップペー

ジが変わったりとか、そういったことではなくホームページをですね、健全にといいますか、運

営していただくためにですね、その辺りの管理をしていただいてる業務になります。費用につき

ましては、大体例年同様の額だとは思っております。それから三つ目の生活応援券の換金の件で

すけども、これにつきましても、やはり第１回目からですね、業者の方がですね、換金に来られ

なかったというところはあるかとは思っております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  沖松課長補佐。 

●企画政策課長補佐（沖松 勝彦君）  ただいま難波議員のほうからですね、二つ目の御質問が上

がりましたテレワーク拠点のモニターツアーのですね、参加された企業さんということでひとつ

には株式会社博報堂さん、それから有限会社監査法人のトーマツさん、それから日本たばこ産業

株式会社さん、富士通株式会社さん、そして最後に株式会社スノーピークさんなどが参加をされ

ております。期間についてなんですけども、モニターツアーは５回開催をしておりまして、基本

原則としては、２泊３日の行程を組んでおりましたが、一部３泊４日の行程で受入れをしたケー

スもあったようです。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい、ホームページの件は健全な管理ということで言われてま

したけれども、そのトップ画面とかの変更とかそういうのは、企画政策課では、関知はされてな

いということなんですかね。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はいホームページのですね、更新といいますか、につきまして

は、一応ですね、今年度更新をするというところで着手しようかというところで考えておるとこ

ろです。予算につきましても、こちらはですね、いただいておりますので、はい、これにつきま

しては、また最新のですね、トップ画面とか、そういったところを参考に変更をさせていただき

たいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい、よく分かりました。いろんな町、近隣町村のですね、ト

ップ画面と比べてみましたらやはり少し質素といいますか、画面もですねちょっと寂しい感じが

ずっとしておりましたので、ぜひともですね、先端を行くような、ぱっと目を引くあさぎり町の

トップ画面をお願いしたいと思います。それからモニターツアーにつきましては大企業からの５

回のモニターツアーということでですね、３泊４日もしてくださって、恐らく町の全容とか割り

と理解されたと思うんですけれどもそういうところの感想といいますか、モニターツアーをされ
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た結果ですね、そういうものが報告されてあれば、そこまで報告をお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  沖松課長補佐。 

●企画政策課長補佐（沖松 勝彦君）  はい。今回のですね、モニターツアーの業務に関する報告

書が、委託を受けた一般社団法人ドットリバーからですね、提出をいただいております。今回参

加いただきました１９名の皆様方からアンケートを聴取しておりまして、今回のワーケーション

を通して、快適に過ごせたと思うことがあれば教えてくださいということで質問を上げておりま

すが、その中では、やはりただの滞在ではなく行政をはじめ地域住民との交流機会があったこと

がうれしかったと。今回１１月３日からモニターツアーをスタートしておりまして、この日は白

髪神社の大祭がある日でございましたので、その白髪神社の祭りのイベントや地域の行事に触れ

られたことが非常に印象深かったという回答があっております。またりゅうきんかの里っていう

ところにも宿泊をいただいておりまして、そこでは、料理体験をですね、参加された方々と一緒

に料理を作って、地元の食材を使って、食べたことが非常に印象深かったというような感想もい

ただいております。あるいは、今回ですね、この改善したほうがいい点として挙げられた点をち

ょっと申し上げたいと思いますが、あさぎり町と近隣の市町村との連携が出来たらもっと楽しい

もの、すばらしいものになるんではないかなというふうな意見をいただいております。今回この

テレワーク拠点といいますのも、人吉球磨地域がやはりワーケーション、特に仕事をしながら地

域の文化や歴史、観光、いろんなものを体験する、そういった機会に広げていくことが重要であ

るということで、やはりこの横の連携ですね、ここをしっかり取り組んでいく必要があるという

ことを認識させられたところでございます。以上簡単ですけども、アンケートの結果の報告とさ

せていただきます。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに企画政策課分については。１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい、２点ほどお伺いしたいと思います。１点は３３ページ

の役務費でドローン関連の予算が決算が出ておりますけどこの運用の実績はどれぐらいであった

のか。それからあさぎり町内においても農業関係でドローンの機数が増えておりますけど、やは

り今後の活用策としてですね、民間との連携協定をなど組んで、この運用の今後の将来に向けて

ですね、いろんな模索は出来ないかと思うんですけどそれについて、ドローンについては２点で

ございます。それから次はページ３８ページの中央と負担金補助及び交付金でございますけど、

中央バス運行等特別対策補助金が約２,７００万。それから次のページにくま川鉄道経営安定化補

助金１,９００万とあります。これはもう毎年このように公共交通関係のこれは負担金等がもう連

続してありますけど、球磨、人吉球磨においてですねこの南北じゃなくて、東西に２本の公共交

通が通っているわけで、中々バスにおいても乗車額はかなり少ないものだと思いますけど、分か

ればその辺のバスの利用者数とかですね、教えていただきたいんですけど。今後のやはり人吉球

磨公共交通についてどういう方向でいくのかなと、このままずっとこのような２本くま川鉄道と

このバス関係のこういう負担金を出し続けていっていいものかというふうに非常に思うわけです

けど、それの協議について今どのような段階なのか、以上をお尋ねいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。まず１点目のですねドローンの運用実績になりますが、
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こちらについては、ちょっと手元に手元にですね、資料を持ってきておりませんので後で回答さ

せていただければと思います。それから民間との連携ですけども、こちらにつきましては、一応

ですね町所有分につきましては、行方不明者の捜索などあと災害が起きた時のですね、入れない

ところに対しまして状況写真のを撮るなどですね、そういったところで活用しているところでご

ざいます。こちらについてですね、あと小見田議員が言われたとおりですね、農業分野との連携

とかということにつきましてはちょっと今のところはですね考えていないというかですね、とこ

ろでございます。それから公共事業のですね負担金につきましては、毎年同額もしくはやはり物

価高騰、利用者の激減、このあたりでですね、若干料金が上がってきているところではあるとこ

ろでございます。バスのですね、利用者数につきましては、こちらにつきまして町内を通るバス、

これについてどこで乗車されたか、どこで降車されたかということにつきましては、こちらのほ

うでは把握をしておりませんのでバス業者のほうに依頼して、これがですね、出るのかというと

ころもですね、確認させていただければと思います。昨年でしたか多分この付近についてもです

ね、答弁させていただいたと思うんですけど、なかなかですね、乗車の乗降の人数ですね、これ

については、なかなか把握が難しいということでは、前回お話をしたところだとは思っておりま

す。以上になります。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  ドローンの件なんですけど今ドローンの活用方法というのは

もういろいろな見回りから電線の点検とかですね、それからゆくゆくは荷物を運ぶとかいうこと

も展開中でございますので、いずれデジタル化してきた場合に、そういうやつを使う場合には、

必ずしも町が保有しなくても民間が持ってるドローンもですね、多分農薬散布だけの時しか使わ

ないのでほとんどオフの時代、時間帯もかなりあると思うんですよ。そういうのをうまく活用し

て、よりあさぎり町内で住み心地のいいようなドローンを活用した町をつくるんであればそうい

う町と民間とのドローン保有者、所有者とのそういう連携協定みたいのを組んで、将来に向けた

人の活用策を模索するのもこの機会かなと今思っております。それから公共交通関係なんですけ

ど、やはり１番欲しがってるのは東西よりも南北ですよね。やっぱ南北で国道に出てくることに

対して、今後免許等の返還をした場合に、それぞれ乗用車で乗ってこられる人はいいんですけど、

高齢者あたりに対してデマンドもありますけどそういうのはこれはあさぎり町に限ったことじゃ

なくてですね、球磨人吉全体にこういう問題あるならば、そこでやっぱりもう協議を進めていっ

て、もう計画を練る時期に来てるんではなかろうかと思うんですね。もう早過ぎはしないと思う

んですけど、だからそういうテーブルがありましたらそういう話を進めていただいて、ずっとこ

れを出していけばそれでいいのかということを非常にもうずっと思ってました。疑問に思ってま

したのでよろしくお願いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  中野審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい、１点目についてお答えさせていただきます。まさ

にドローンの活用につきましては、小見田議員おっしゃったように、目視での点検のかわりにド

ローンのカメラでちょっと離れたところを点検しに行くですとか、実際物を運んだりですとか、

そういった事例っていうものが、今ちらほらと、ある種その実証実験的な形で出てきているとい
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うところは私も承知しているところです。ただ一方で今ちょっと実証実験的にと申しましたとお

り、まだまだちょっとその課題を探し出しているような状況でございますのでそういったいうス

ペースがですねある程度確立されてきた段階で、また我が町でも小見田議員おっしゃったような

方法というところもその選択肢の一つとして考えていくというところは現時点で否定するもので

はないですし、私としてもそういった未来が、本町に訪れることを期待しているところでござい

ます。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい、２点目の公共交通につきましてですけれども、くま川鉄道につき

ましてはですね、令和７年度中には全線再開ということで、今、橋梁の付け替えということで進

んでおりますけれども、やはりバスにつきましてはですね、やはり隣接町村の対応の状況もあり

ますけれども、デマンド交通等の整備等も進めばですね、それは当然、地方バスの在り方も随分

変わってくると思うんですけれども、今の段階では、くま川鉄道もまだ道半ばということで、そ

して水上村あたりにつきましては、鉄道も行かない状況でありますので、今の段階では地方バス

を存続するという形で進めておりますけれども今後につきましては、そういった財政負担もあり

ますので、関係市町村で協議を進めていかなければならないと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  公共交通機関の問題についてはですね、確かにおっしゃるよ

うにあさぎり町がほとんどバスを見た時に乗車客ちょっと我々も見ますけど、非常に少ないんで

すけどやはりこれが通らないと水上の前の人たち、湯前はあれですけど水上は非常に不便なると

いうことで協力してやってますけど、やはりもう今後の公共交通機関にここで私がこういうのも

なんですけど、各町村だけの事情だけどなかなかもうそういうことで、もうバス、これはバスを

ですね、走らせなならないんですけど、やはり全体的に考えたときに水上村はもうそのデマンド

でも、やっぱりもうちょっとこう密にやってとかいろんな具体的なことをですね、もう出し合っ

て、もう話し合ってできるだけ効率のいいような財源の使い方を模索されることを町長にお願い

します。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。そうですね。やはり横の町村との連携が必要だと思いますので、

そういったところは十分協議しながら進めていきたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに、企画政策課分については。１３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。３点お伺いいたしますページの３３ページ、広報紙が出

されておりますけれども担当者の方々が努力されて非常に表紙の写真というのは、私は興味を持

って楽しみにしておりますが、フルカラーで全て作っていただいております。読みやすい、見や

すい、そのように私は思って高く評価をいたしておりますが、これがフルカラーでなくて中を１

色か２色かでした場合、町民の評価というのがどのようになるか想像はいかがでしょうかね。ど

ういう評価が上がるかということを１点お伺いしたい。それから４１ページのふるさと納税基金、

ここにつきましては、現在多額の寄附金があっております。基金としてあるわけですが、税収と

してですね、パーセント、いよいよ今年の１０月から国の指導で税収を５０％にしなさいという
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ふうに指示があってると思いますが、現在うちの町は寄附額のどれだけが税収として確保されて

いるのか。それ％はじけば出てくると思いますんで、それとあわせていよいよもって馬肉が対象

外となった場合は、非常に納税額が減少するんではなかろうかというふうに心配しておりますが、

このあたりはどのような対策をもって変わらぬ税収の確保に努めようとしておられるのかどうか。

もう１点。これは令和４年度の前町長の所信表明ですね、施政方針です。その中にありますが、

これはゼロカーボンシティ宣言に向けてというふうになっておりまして、令和４年度は再エネの

最大限の導入の計画づくり及び人材、地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社

会実現支援事業実施計画書、略称名あさぎり町再エネ導入戦略を策定します。予算としては、１,

０００万。そういうような説明が施政方針で示されましたが、前回の全協で、この脱炭素の問題

につきまして説明がありました。この農業、畜産業の力をフル活用した農村地域脱炭素モデル。

これのただ示されましたが、これのことを指しておられるんでしょうか。名前が全く違うんで分

かりませんので、御説明いただければと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。まず１点目のですね広報紙につきましては、大変高い評

価をいただきましてありがとうございます。この件につきまして現在ですね基本的に２色刷りで

配布を行っているところです。特集記事そういったところについてをフルカラーというところで

行っておりまして、現在のところですね、これにつきましていろいろ悪いとかですね、とかって

いうことは聞いておりませんので、読みやすいものになっているのかなというふうに思っている

ところでございます。それからふるさと納税の税収５０％ということですけども、ちょっと手元

のほうに資料を持ってきておりませんので、こちらのほうにつきましては後で答弁させていただ

ければと思っております。それから馬刺しにかわる新たな返礼品ということでございます。現在

ですね、担当課におきましては今ちょっと力を入れようかというところでですね牛タン辺りをで

すね、今回ちょっと力を入れていこうかなというところで今動いているところではございます。

それから、ゼロカーボンシティーの宣言に伴うですね実施計画書でありますが、前回ですね説明

いたしましたとおり、５０ページほどのものがですね、基本的に策定の資料といいますか、国の

ですね、補助金を取りに行くときの資料として今作っているところでございます。本来のですね、

作成した計画につきましては、まだですね多分、議会のほうにはお示し出来ていないと思います。

これにつきましてはページがですねやはりちょっとかなりボリュームがありますので、こちらに

つきましてもＰＤＦあたりでですね、掲載をさせていただければというふうに思っているところ

でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。広報紙につきましては、はい一部は２色刷りの部分も中

に入ってますね。これは連絡、部分についてがほとんど２色刷りのようでありますが。あとは写

真等についてはフルカラーであります。非常に読みやすいわけでありますが、１点確認といいま

すかね、議会だよりも一生懸命読んでいただけるように努力をいたしております。表紙だけはフ

ルカラーで、うちは予算がないもんですからやっておりますが、やっぱり町民の皆さん方に読ん

でいただくには写真をですねやっぱりいろんなところに枚数を増やして、もう写真を見るだけで
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どんな内容かっていうのが分かるような形にやっぱりしていかにゃいかんなと。もう全てを文字

を読んでっていうのは、もう今からは流行らんと私は思ってるんで、そのためにはですねやっぱ

り議会だよりのフルカラーも検討しなければ、せっかくやっぱりお金を費やして出すのに読んで

もらわなかったら意味がなくなってしまうわけで、これはもう議会町の広報紙も一緒だと思うん

です。その辺りはですね、やっぱり議会だよりの中身もしっかり精査をいただいて、どういう形

のほうが読んでいただけるものかなということを執行部もやっぱり考えていただけんかなという

ふうに思います。やっぱり申し上げたように写真等については、白黒よりはカラーのほうがやっ

ぱりしっかりと脳裏に結びついて残りますんで、配慮をお願いしたいなというふうに思います。

はい。そして今言われたこのふるさと納税については後でまた報告があると思いますが、本当に

地域の特産品を作っていかないと納税は伸びらないだろうと私は思うんですね。そのためにはや

っぱりいろんな町だけでなくして、町には町の関連のあるんですが、やはりどういうものができ

るか外部からもそういう知識人、やっぱりフォローしていただけるアドバイザー、あさぎり町の

材料を使ってこういうものが出来ないかというようなアドバイザーをいただける人たちがおられ

ると思うんですよね。やっぱりなかなかこの内内で検討しようたって、難しいものがあります。

その辺もやっぱりしっかりと検討いただいて、一つでも二つでもあさぎり町の特産品が出てきて

納税に寄附金に増にですね、結びつくようにやっていただきたいというふうに思いますんでお願

いをしておきます。もう１点今、最初のゼロカーボンの宣言、これは別もんだというふうに私は

今聞こえたんですけれども別もんですかね。確認したい。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。１点目のですね広報紙につきましては、広報紙のですね、

議会だより、このあたりで密にですね、連携をとらさせていただきまして両方のですね広報紙と

だよりのほうがですね、見ていただけるような工夫を行っていければと思っております。それか

ら、ふるさと納税の外部からの人材のフォローというところで、このあたりにつきましてもです

ね、まだまだあさぎり町の特産品、このあたりのですね、魅力がなかなか発信出来ていないとい

うところがございますので、その辺りもですね、踏まえまして今後あさぎり町の特産品としてで

すね、あさぎり町産の農産物等こちらがですね、活用できるように努力をしていきたいと思って

おります。それから脱炭素のですね、計画につきましては、溝口議員がおっしゃるとおりですね、

お示ししたものと実際の計画というものはですね、また別になっておりますので、この付近につ

きましても、先ほど申しましたとおり計画をですね、サイドブックスあたりに掲載させていただ

ければというふうに思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。この脱炭素のことについてはですね、まだ次の議会に予

算処置をされるであろうと思いますが、それまでに十分な検証をして中身の精査をしなければな

らないんですが、これをずーっと見させていただきまして、文言はですね、非常にいいんですけ

れども合意済みの部分がたくさんあります。この計画をするのに相手方ともう合意してますって

いうような内容がいっぱい出てきます。本当にそこまでなってるんかなというのが、今回、また

今から協議の中で確認していかなきゃいかんわけですけれども、全く私どもはそういう情報は得
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ておりませんし、農業委員会あるいは区長会、区長会には説明があった、農業委員会にも１回あ

った、しましたっていうような説明が１回あったんですけれども、ところが農業委員の皆さん方

の話を聞くと中々理解をしてもらえない、もらってない。これは私どもと同じような感覚じゃな

いのかなと。そういう中でもう合意に向けて進めて今年から取りかかりますよ、畜産の問題につ

いても屋根につけますよと。非常にそういう話で書いてあるんですけれども、こういう計画が、

後でもし出来ない場合は、町とすればどんな責任取られるんだろうかって、補助金が今年もかな

りの金額が交付されるわけですね。しかしその交付される金額が、何に使われるのかも全くは

我々は聞かされておりませんでまずは、まずはですね、家の屋根に今年は付けますというような

ところが出発されているんですけれども、民間施設にも次に入ってきます。これも全て合意済み

ですと。商業施設もそういうふうに合意済みです。書いてあります。これ本当に信用していいの

か。はい、確認してこの件についてはまた全協等でですね、あとまた集中審議をしていかなきゃ

いかんだろうと思うんですけれども、今答えられるだけでも結構ですのでお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい、今回のですね脱炭素先行地域のですね、ことにつきまし

て、農業委員会また議会の皆様にですね、説明が不足してるというところでは認識をしていると

ころでございます。これにつきましても１回、２回のですね、説明では多分説明不足と思います

ので、これにつきましては、あらゆる場でですね説明できる場面がありましたら、説明をさせて

いただきたいというふうに思っております。また、合意形成の部分につきましてですが、今年度

予定しております民間へのですね、太陽光パネルの設置、蓄電池の設置につきましては、現在で

すね６件だったと思います。思いますが、そこにつきましてはもう合意がとれているというとこ

ろになっております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに企画政策課分で関連で。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい、今の脱炭素の件につきましてはですね、あくまでも事業主体は、

あさぎりエナジーという企業でありまして、町は交付金の受入れをして、そのまんまあさぎりエ

ナジーに出すというような仕組みになっておりまして、あさぎりエナジーと協賛企業が脱炭素先

行地域に環境省のほうで認定されたという事業になっております。ですから、あくまでも事業主

体はあさぎりエナジーということです。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに企画政策分で。なければ次は、財政課分です。質疑ありませんか。

１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい、一つお伺いいたします。ページは１２８ページの財産

に関する調書でございます。この中に公有財産が上がっておりますが、前回ちょっと私もお尋ね

しておりましたけど用悪排水路といいますか、町内に排水が通っておりますけど財産の所有はど

こなのか、そしてそれが１２８ページにあります公有財産の中のどの項目に入っているのかとい

うことが１点でございます。それからこの町がですね、新公会計制度に基づいて財務書類を公表

しておりますけど、その中における中身を財産関係にですね、この財産に関する調書と今新しい

ほうはですね固定資産台帳を作成しておりますけど、この整合を図るために両台帳において資産

番号等を共有してリンクしてそしてその整合を図っているのか、その２点を伺いたいと思います。 
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◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。まず１点目の排水路がこの財産に関する調書に入ってい

るかというお尋ねなんですけれども、こちらは土地については入っておりますけれども、排水路

については入っていないという状況でございます。財産台帳上入っていないということになりま

す。 

◎議長（森岡 勉君）  中村課長補佐。 

●財政課長補佐（中村 光成君）  すいません私のほうから公有財産台帳と固定資産台帳の簡単な

違いについて御説明をさせていただきたいと思います。財産台帳の基にあるに公有財産台帳につ

きまして、まず管理の目的というのが財産の保全、維持、使用、収益等を通じた現物管理をする

ために公有財産がございます。次に固定資産台帳につきましては、管理の目的が会計と連動した

現物管理というところでまず違いがあるところでございます。次に対象資産の範囲ですけれども、

公有財産台帳につきましては、建物、土地、備品等が中心ですが、道路そして今申し上げた水路

等のインフラにつきましては、対象となっていないところでございます。固定資産台帳上の対象

範囲につきましては、全ての資産が対象になるということになっております。そのほかいろいろ

違いがありますが大きな違いとしては、減価償却についてが公有財産についてはありませんが、

固定資産台帳についてはあるというふうなところが大きな違いでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  ということは既存の会計で使っていた公有財産台帳と今の新

公会計に基づいた財務書類を作成するために使う固定資産台帳の財産の金額は違ってるというこ

とで理解してよろしいんでしょうか。さっきおっしゃいましたの排水路の用悪水路というのは土

地だけのことを用悪水路というような表現をするらしいんですけど、それは確かに町のものとし

て入っているというようなお答えだったと思うんですけど、その上にある工作物であるＵ字溝に

関しては、どこの所有でそれは何で財産に上げられていないのか、あげてあるのはどこの例えば

土地改良区に上がっているのか、どこにも上がってないのか、それはもう相当なこの前も一般質

問でお聞きしてんですけど、相当な国としては何十兆という投資をしてある事業なんですけどそ

の財産の区分がどこなのか。それがまだ不明なんですけどその辺はいかがでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  中村課長補佐。 

●財政課長補佐（中村 光成君）  はい。すいません先ほどの問いで一つ答えをちょっと漏らして

おりましたが、先ほど言いましたとおり固有財産台帳と固定資産台帳の違いがありますのでリン

クはしておりません。番号等でリンクをさせていったり金額が小見田議員が言われるようにです

ね考え方が違いますので、そういったところで違いがございます。そういった中で固定資産台帳

につきましては、前回ですね以前お答えしているとおり土地につきましてはですね用悪水路のあ

さぎり町分については、固定資産台帳上に計上しております。工作物につきましては、これも再

度の説明になりますが、この公会計ですね、を進めるに当たって基になるのがスタートする際の

開始固定資産台帳いうのがまずそれを作る必要があります。それからどんどん更新をかけていく

わけですが、この開始固定資産台帳、平成２８年度に作成した際にですね、もともとなかったも

のゼロからですね、固定資産台帳をつくり上げていく事からですね、その当時、取得年度であっ
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たり価格であったりそういったものが全てにおいて把握が出来ませんでした。そういったことで

そういったものがないならですね、いつまでたっても公会計制度がスタート出来ませんのでこの

開始固定資産台帳の整備に当たっては、そういうものについては、ある程度簡便的な計算によっ

て簿価を算定してよいということでスタートしているわけです。そういった中であさぎり町の開

始固定資産台帳においてはですね、水路につきましてが、そういった簡易的な手法でですね、予

算算定を試みたんですが台帳とか現地、現状確認できる数量ですね延長であったりとか、そうい

ったものがなかったものですから、その簡便、簡易的な算定も出来なかったということで、これ

につきましては、今後整備していく部分ですね、それについて確実に固定資産台帳に搭載するこ

とによって精度を向上していくしかないというところで、それ以後ですね、整備した分について

は、正しい数値を計上しているところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  そもそも何を言いたいかと申しますと、我々も農業してます。

そして防災上この排水路ですね、の機能というのは非常に大事なものということはもう認識して

おりますけど、要は所有はどこにあるのか、財産としてカウントしないならば、所有者としての

更新の責任義務もないのかなと思いながらも、やはり今後、今、多分布設後４０年から５０年経

ってもう耐用年数をはるかに超えておりますけどまだ使える利用年数でございます。だから将来

的にあと１０年２０年した時に、更新を徐々にしていく場合に、今既存でありますならば農業農

村整備事業といいますかね、そういうのがあって行われる場合に関しても国が半分出す、で県が

２０何％。町がやっぱ１４、５％で、受益者が７％が５％が今の事例のようでございますので、

いずれその町負担のそういう整備事業の負担財源の多分キャッシュアウト、キャッシュ、キャッ

シュがですね流出するようなことも想定しておく必要があると思うんですけど、財政課としまし

てはその辺のところまだその計画がないとしても、そういうもうかなりの金額ということは、

我々も想定しますけどそれについていの危機感といいますかね、今の表面上見ると別に来年再来

年っちゅうわけじゃないですけど、そのようなところで財産を管理していく場合に、まだ町の財

産でないとおっしゃるけどその下の土地自体はもう財産になってて、悪用、悪用水路ですかね悪

用水路に関しては、町のものであるということで、認めておられるならば多分延長距離というの

も、多分金額にはカウントされなくても延長距離は大体もう把握されておられるもんと思うんで

すけど、それに対して将来のそういうキャッシュアウトフローの増大ですね、そういうことも考

えたときの財政の見通し財政計画については、どう考えるか、それについてのお考えを伺いたい

と思います。 

◎議長（森岡 勉君）  中村課長補佐。 

●財政課長補佐（中村 光成君）  はい。小見田議員が今おっしゃられたことがまさしく公会計で

すね、官庁会計に複式簿記を導入する意義でございます。そういったことでセグメント分析とか

ですね。今後そういったことで各施設ごとにそういった財務書類をつくってですね、将来の財政

負担というのを明らかにしていくというところが大きな目的でありますけれども、今、申し上げ

たとおりですね、そういったことで今、そういった制度に移りかわっているところです。資産量

も相当というふうに思いますが、今回仮にですね、固定資産台帳上にそれが計上されていたとし
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てもですね、簡便な計算だったものですから、総量としてはこれぐらいあって今言われたもう耐

用年数が過ぎてますとか、あともう１０年出来ますとか、それで割ったときにおおよそこれぐら

いだよねというふうなそういう感覚的なものの参考資料にはなったと思いますけれども、これは

財政見通しに反映するかというところについてはやはり情報がまだ不足するかなと思います。先

ほど申されたとおり、事業主体で財源も変わりますし、どこからやっていくのかまた現地調査し

てその劣化度辺りを調査して長寿命化するかもしれませんし、敷設替えするかもしれませんし。

そういったところでそういった情報がですねまだ今のところ得られませんので、次の整備に関し

てはやはり個別のマネジメント、ストックマネジメント計画を立てて、その状況が見えてこない

と財政のシミュレーションあたりというのは非常に難しいと考えております。ただその先ですね、

さらにその先、３０年５０年先についてはやはりそういったものを順次正しく固定資産台帳に計

上していきますので、そういった多角的分析が出来ていくものと考えているところです。以上で

す。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに財政課については。１３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。１３０ページ、今回総括表で山林についての蓄積立木の

ですねこれも出てきました。昨年はありませんでしたが出てきました。はい、少しずつは公会計

に向けての台帳が少しずつ整備出来てるかなというふうに思いますが、要は、ここで申し上げた

いのがこの立米単価が単価じゃなくて立米が出ておりますが、この材積は、いろんなものがあり

ますよね。桧であり杉であり、雑であったり。これはどこからの数値が出てきたんでありましょ

うか、まずは第１点お伺いいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい、立木の推定蓄積量の算出方法ということでお尋ねになっ

たかと思うんですけれども、こちらがですね、これ県が取りまとめている森林簿の面積をもとに

面積を集計している町の森林経営計画のエクセルの関数により材積を算出しておりまして、実績、

実測値ではないということでございます。こちらはですね、森林法の５条森林分のみしかこちら

ではちょっと把握が出来ませんので、そちらを計上しているところでございます。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。そうですか。昔はですね、昔っていったら合併前は、こ

れは合併してからもそうでありましたが、財産区はほとんどやっぱり輪番別に調査をして、材積

を、積算をしておりました。多分その部分については、元の財産ですね上地区の財産区について

は私は整備が出来てたんじゃないのかなと、実数実測でですよ。私はそう思うんではありますが、

今回の増減がありますが、これは去年、令和４年度も間伐あるいは皆伐それぞれされておると思

いますが、その上においてこれだけの立米が増加しているということは、私が想像するには、間

伐、皆伐以上に年輪がですね、１年１年これは材積は、大きくなるわけですから、そのままをほ

ったらかしとっても。そういう部分での計算なのかどうかというのがちょっと分かりませんが、

どのような算定根拠でこれが出てきたんでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。繰り返しにはなりますけれども、臨床班ごとに輪齢も輪
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齢と面積を集計しているということになりますので、議員おっしゃられたとおり輪齢が上がりま

すと当然材積は上がるということで、そちらの分は計算に含まれているというふうに思います。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  固定資産台帳に、当然これはなるわけでありますが今後の貸借

対照表をつくっていく上においては金額が出てくるわけでありますが、これに対しての金額等に

ついては、これは県の森林経営へのほうからこのようにしなさいと計算方法はこのようにしなさ

いというような、あるいは指示があってるんでしょうか。あるいはまた市場単価で計算をして、

価格を出すということになるのか、その辺りはいかがでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午後３時４３分 

再開 午後３時４５分 

 

◎議長（森岡 勉君） 会議を再開いたします。伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  固定資産台帳上の立木の価格と、の取扱いということですけれ

ども、立木がですね、経過年数により価値が高まるということになりますので、６年に１回再評

価をするということになっております。こちらにつきましては、国税庁の定める森林の立木の表、

標準価格表の令和３年度で再評価を行っております。 

◎議長（森岡 勉君）  はい、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後３時４６分 

再開 午後３時５５分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開したいと思います。財政課長から追加答弁の

申出があっておりますので、これを許可いたします。伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい、先ほど溝口議員からの御質問に対して不足がありました

ので、追加で御説明をさせていただきます。先ほどの立木の立木の簿価が幾らかというところな

んですけれども、固定資産台帳上の最新の令和３年度決算分の立木の簿価ですけれども、８億５,

９３５万４,３３７円ということで、補足して説明をさせていただきます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに財政課分についてございますか。はい。次、次は農業委員会分です。

質疑ありますか。ありませんか。 

◎議長（森岡 勉君）  それでは、農林振興課分に移りたいと思います。御質疑ありませんか。あ

りませんか。ありませんね。 

◎議長（森岡 勉君）  では次に、商工観光課分。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい。３番難波です。商工観光課には９２ページ、谷水薬師の

委託料についてお尋ねをします。これは、麓地区の方に委託をされているということで間違いな

いでしょうか。 
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◎議長（森岡 勉君）  深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。今の谷水薬師の委託料ということですけれどもそれは休

憩所管理委託料のほうをおっしゃってらっしゃるんですかね。そうですね。これは委託先は薬師

の保存会のほうに委託をしております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい、すいません委託料２つありましたが、休憩場の管理も含

めてなんですが、周辺の保存会の方からですね、高齢化が進んでいるということで中々に管理が

難しいというような声をお聞きしておりました。町指定の文化財ということもありまして年に何

回かのイベントもあります。その度にですね、来場者がこられて多い時には駐車場の整備とか車

の誘導とかもあってですね、高齢になっているから非常に危険な目にもあったとか、そういう声

をよく聞いております。また店番もされてるんですけれども、１人でおられたりお客様が全然な

いということもですね、年間通して日数が多くなっているということなんですが、今後もやはり

この保存会方にですね、ずっと委託を続けていかれるのか、町のほうではどのように考えておら

れますか。 

◎議長（森岡 勉君）  深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。管理棟は、もともとは薬師の売店ですけど売店と駐車場、

それとトイレと周辺の管理ということで、合併前から委託をしておりました。合併前は地域の婦

人会ではないですけど薬草部会というところがありましてそこを通じて管理させていただいてお

りまして、そこがなかなか高齢化になって、そのあとまずはその時はふるさと振興社を通じてな

んですけれども管理委託をしておりました。そのあと今の保存会のほうに移行してきたわけでご

ざいますけれども、さっき言われたように駐車場、確かに年に４回開催がございます。その中で

夏にあります夕薬師。これが１番お客さんが多いときではありますけれどもその時の駐車場整理

を言われているのかと。あとまたもう一つは麓城祉にあります紅葉の時期ですね、このときにも

大変お客さんが今たくさんいらっしゃるという状況で、その際その時の駐車場の整理というとこ

ろも言われているということで、昨年だったですか要望書もいただきました。その中で、管理委

託料としての駐車場の誘導とか管理につきましては当時、当日のですね、については、警備保障

とかにも委託をできるようにその委託料のほうも増額をして今現在、支出をしているところであ

ります。ただ今後の管理につきましては、やはりそういった話は私たち商工観光課のほうにも実

際来ておりますので、今後についてはまだ今後また検討をしていかないといけないのかなという

ところで、課内のほうでは今現在は話を進めているという状況であります。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい。保存会の方とのですね協議を深めていただいて、町には

たくさんの指定の文化財とかも多いですし、これからのいろんな移住とかを進めていく上でも、

やはり一つの財産としてですね大事に文化財は守っていかないといけない、そしてその管理も住

民だけではなかなか難しいところもありますので、しっかりと検討を深めていただきたいと思い

ます。 

◎議長（森岡 勉君）  深水商工観光課長。 
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●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。文化財につきましては教育委員会の担当にはなりますけ

れどもそれを所管する観光的な要素として所管している我々にとっても今後の課題だというふう

には考えているところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに商工観光課分についてはありませんか。 

◎議長（森岡 勉君）  次に、建設課分についての質問を受けたいと思います。建設課ございませ

んか。 

◎議長（森岡 勉君）  では最後に上下水道課分です。御質疑ございませんか。ありませんね。各

課に御質疑いただきましたけれども、全課にわたっての質疑があれば、ここで受けたいと思いま

す。御質疑ありませんか。１番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい４５ページのですね、４５ページだったでしょ。すいません。

はい、目の２０ですね総合戦略室、総合戦略室という組織的にですね明確に私うまく理解出来て

ないんですけども、この費用が一応この項目２０ですかね、上がっておりますが、具体的に昨年

度のこの中で対応されたのか、項目というか事業と申しますかそういうのをちょっと具体的な、

全てなくて結構なんですけども何か例記というか、御説明いただければと思います。何か特別、

項目といいますか事業と申しますか、そういうのを具体的すべてでなくて結構なんですけども。

一つの事業に担当してされるのか、どういうその総合戦略室のですね位置づけをですね、ちょっ

と御説明をいただければと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  沖松課長補佐。 

●企画政策課長補佐（沖松 勝彦君）  はいただいま小谷議員のほうから御質問いただきました総

合戦略ですけども、こちらについては前町長の尾鷹町長のときにですね、ＳＷＣ事業とか町長勅

命の事業がございました。その事業を推進するに当たってこの費目を使ってですね、予算を有効

に活用しながらその事業の進捗を図るということで予算を活用してまいったところでございます

が、一応４年度までのといいますか、前町長の任期中ということでもありましたので、当時の取

組の経費ということで総合戦略がですね、動いてきたところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。今のお話ですともう現時点では組織上ですよ、総合戦略、

以前は総合戦略室というような言葉もありましたので、それがまだ機能しているのかどうかちょ

っとまず私分かってなかったんですが、今の課長補佐の御説明であると少なくとも４年、令和４

年度で終了をしている。現時点では、総合戦略室と今まで言ってきた、そういった何ていうかな、

事務というか執行体制は、今ないというふうに聞こえたんですが。この総合戦略室総合戦略費は、

もうこれ予算の費目だけで位置づけてありましたですかね。いろんな場面で言葉として出てきて

おりましたし、私組織上もですね何らかの形で位置づけてあったものというようなイメージで、

ただ明確な組織構造に出てきているかどうかもよく分かってないんですけど、これは私はちょっ

となんでお尋ねしたいかと言いますとそこを説明します。もう遡って２年前ですかね、機構改革

されましたですね。要するに企画政策課が財政課に分かれられ、分かれて、そしてその中でちょ

っと固有名詞出て出しましたけど企画政策課、財政課、昔で言う企画財政課。事業をそこの課で

今の課を分けられて仕事も持っておられるという意味合いか思いますが、事業を実施をされてま
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すね。例えば、財政課でいきますと管財という形で解体事業をされて、実際担当的にですね、そ

ういうのでそう総合戦略室がそこ辺りを何か関わってやってるのかなというイメージもちょっと

あったもんですから、要するに事業の実施の体制がですね、これ私個人の意見になってしまいま

すが、もうそもそもの３課に分けるという話の時に何で総務部門に人を集約するのかなと。さっ

き総務課長にお尋ねしました人の問題ですね。事業実施現場あるいは町民の皆さんと直接関わる

部分、そこにやっぱどうしても人材とか人のパワーが要ると思うんですけど、総務部門に人を集

めてそこで事業をまた実施をしているから、何か事業形態バランスが悪いんじゃないかなあ、人

のバランスですね人というか配置のバランスが悪いんじゃないかなというイメージがあるもんで

すからちょっと今、その総合戦略室の話もお尋ねしたんですよ。今お聞きしますとそれが今ない

というお話でございますが、その中で今の３課体制の人の配置の問題もほんなら変わっていかな

いのか。これ後の問題になりますので、ちょっと決算から離れますからまた次の機会に触れたい

と思いますが、その付近あの若干、もし現時点での御説明いただく部分がありましたらお願いし

たいと思います。今の段階ではっきりしてなければ結構ですが、そういう疑問があるもんですか

ら、この総合戦略費ですか、そこの位置づけをちょっと確認をさせていただいたところでありま

す。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、これから先のことはひとまずとして今までのその

付近の考え方なんか御説明いただければと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午後４時０９分 

再開 午後４時１０分 

 

◎議長（森岡 勉君） それでは会議を再開いたします。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。総合戦略費につきましてですけれども今、プロジェクト的なもの

が幾つかありまして、そういったものを協議するということで週礼という形で現在も実施してお

ります。例えばま企画、企画政策課が持ってる事業についてですね、ゼロカーボンであったり、

して光基盤であったり、そしてほかにテレワーク拠点整備であったり、そして地域おこし協力隊

についてとか、そういったものを経過報告なり受けております。現在はですね、まだ組織改革も

人事異動も行っておりませんけれども、今後、内部的な打合せをしましてですね、１番動きやす

い状況をつくっていきたいとは思うんですけれども、現時点では、事業をとめるわけにはいかな

い。仕事を仕事立ち止まるわけにはいきませんので、これまでどおりの動きで現在は進んでいる

ところです。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。私の理解不足というか誤解もあったのかもしれませんが、

私の記憶ではですね、こういう話を何年かあの、これは過去の話になってしまいますが前町長に

は、お尋ねした時にあくまでも役場内の各課の連携を間に立って取り持って連絡調整をする部署。

一言で言うとそういう御説明を私は聞いてきたつもりなんですよ、前町長の話は。ですからそれ

はそれで一つの位置づけそれも本来の企画調整という部分ですから。先ほどちょっと私触れまし
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たその私の認識と事業を行いそこで直接企画、今まで企画政策であったり分かれたというか財政

課で実際されていくことに、結果的に何ていうかな調整とかじゃなくてですね、自分ところで仕

事されることがいい悪いじゃなくて、負担になってきてなかなか手が回らないという表現が適当

かどうか分かりませんが、そういうイメージを持っておりました私は。すいません、ですから現

状と若干私の認識がずれてるかもしれませんが、そういう意味で今お話というかお尋ねをしたと

ころであります。んで、過去がどうのこうのちょっと置きましてですね、今町長が御答弁いただ

いたような形で現状またいろいろ内部で検討されると思いますので、そこはよろしくお願いした

いということで、はい、そういうことでございますから過去のこと余りいつまでも言うつもりご

ざいませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。今、小谷議員から言われたとおりですねやはり今、企画政策課に

重要なプロジェクトが集まってるということで非常に職員も負担になってるというふうには感じ

ております。そして関係課員は一緒に集まっていただいて協議する機会もあるんですけれども、

なかなか全庁的には広がってないというような私も印象を持ってますので、そういった点も改善

しながら今後の機構改革といいますか、そういったものにも取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

◎議長（森岡 勉君）  ５番議員からの質問の中で総務課長から追加答弁の申し出がございますの

でこれを許可したいと思います。総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、総務課の質疑の中で橋本議員のほうから町内の防災士の人数を

ということでございました。人数は２５人でございます。内訳、男性が２２人、女性が３人とい

うことで合計２５人の防災士の方がおられます。以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに総括的にございませんか。１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい、総括的といいますか伺いたいことが、令和４年度から

ですねウクライナ紛争が始まりまして、いろいろ物価高、またそれ為替の問題だとか、光熱費と

かがかなり高騰した始まりの年でしたけど、それが及ぼす町の財政指数に対してそれが幾らか影

響があってるのか、それと指定管理委託料を受けてる、指定管理を受けている業者、事業体にお

いて、その影響でその収支等がどう動いてて、今回の決算にどのように反映されているのか。今

回の決算をもとにまた来年度予算を編成するわけですけど、指定管理委託料等に関しましても、

多分事業体は非常に厳しい経営を強いられているんだろうということは推察出来ますので、その

辺のところについては財政課も含め、どのような御見解なのか伺いたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  中村課長補佐。 

●財政課長補佐（中村 光成君）  はい、令和４年度決算における歳出別の決算状況の分析をして

おりますが、今、議員が言われたものにつきましては、物件費の中に含まれるわけですが、物件

費につきましてはですね、前年比２億７,３６８万７,０００円ということで、大きな伸びを示し

ておりますが、これにつきましてはですね、各旧庁舎等の解体事業、除却事業が物件費に入って

くるものですから、すいません大きな要因としてそこだけをちょっと捉えて分析はしております

けど、当然電気料等は高騰しておりますので、その分決算の伸びが見られると思います。令和５
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年度も引き続きそういう状態ですので、国のほうも地方財政計画においてですね、公共施設のそ

ういった電気料の高騰分につきましてはですね、基準財政需要額の中に算入していただいている

ところです。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  よろしいですか。１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  指定管理委託料伺ったわけですけどそれが来年度の予算にで

すね、今の令和４年度の中でもそういう状況が続きます個人の事業体の中にも多分あると思いま

すので、その辺のところがどのように担当課に伝わって来年度予算にはどのように反映するのか、

それを伺いたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午後４時１８分 

再開 午後４時２３分 

 

◎議長（森岡 勉君） それでは会議を再開いたします。伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。指定管理が物価変動に伴いまして電気代が高くなって指

定管理料に影響があるのかということのお尋ねですけれども、ちょっと財政課で現時点で把握し

ている部分が、ヘルシーランドの分ですので、そちらについてお答えをさせさせていただきます。

令和４年度のヘルシーランドの指定管理の委託料ですけれども、当初予定しておりました金額か

ら電気代の高騰ということで具体的に６２万ほど委託料を増額変更してですね、当初の金額より

も増やして、増額して委託契約を結んだ、指定管理をの契約を結んでいるところでおります。で

ございます。ちょっと財政課としてお答えできるのは以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかにないですか。ここで皆様方にお知らせいたします。会議時間内に議

事が終わりそうもないのであらかじめ会議時間を延長していきたいと思いますので、よろしく御

協力のほどお願い申し上げたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  次に日程第２、議案第２５号令和４年度あさぎり町水道事業会計欠損金の

処理及び決算の認定についてを議題とします。説明を求めます。鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは令和４年度水道事業会計決算書を説明させてい

ただきます。３ページをお願いします。令和４年度水道事業会計決算報告書の収益的収入及び支

出でございます。収入の最上段、第１款水道事業収益、右側の決算額４億２,４７２万５,２２４

円でございます。下の枠、支出の最上段、第１款水道事業費を右側の決算額３億９,８２５万３,

８４２円を支出しております。この金額は税込み金額となっております。詳細につきましては、

１９ページをお願いします。収益費用明細書です。こちらの金額は、税抜きで表示をしておりま

す。収入の部としまして、目の上段、１目給水収益、節１水道使用料は１億９,９９９万４,３８

６円となっております。過年度分を含めた税抜収入額は、昨年度と比較して、約２.９％の減とな

っております。目の最下段、３目他会計補助金、節１他会計補助金は、総務省通知の繰り出し基

準に基づく繰入金と水道事業経営安定対策に基づく繰入金となります。２０ページをお願いしま

す。４目長期前受金戻入、節１長期前受金戻入は、工事等で資産取得する際に得た補助金等のう
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ち今年度減価償却に見合う分を計上したものです。また受益者の皆様からの分担金も含まれてお

ります。２段下の７目資本費繰入れ収益、節１資本費繰入れ収益につきましては、総務省通知の

繰り出し基準に基づく一般会計繰入金で旧簡易水道事業債償還元金に係るものとなります。収入

につきましては以上となります。２１ページをお願いします。支出でございます。１目原水及び

浄水費、節１４委託料につきましては、水質検査や滅菌設備の維持管理、水道施設保守点検委託

等を行っております。また備考欄１番下の水道施設調査委託料につきましては、あさぎり町水道

施設再編整備計画の見直し業務を実施しております。次の節１７修繕費は、主なものとしまして、

２段目の岡原第２浄水場ＵＦ膜交換と次のページ、備考欄上段の上、川南浄水場緩速ろ過池修繕

とその下、上川北浄水場緩速ろ過池修繕等を行っております。次の節２３薬品費は、水質管理の

ための薬品を購入しております。２目配水及び給水費、節の１番下節１４委託料につきましては、

水道施設電気保安業務委託や水道台帳システムの保守業務、また、次のページ備考欄１番上の配

水池清掃業務委託を行っております。その下節１６、節１６賃借料につきましては、緩速ろ過池

の砂揚げ作業時の機械借上料。また川南配水地と岡原地区の緊急時給水井敷地借上料として支出

をしております。節１７修繕費の主なものとしまして、量水器交換の費用となっております。２

５ページをお願いします。５目業務費、節２委託料は、量水器検針業務及び水道施設管理業務委

託費を水道事業分と下水道事業分を業務案分して支出しております。また、その下水道事業変更

認可申請書作成業務委託を実施しております。６目減価償却費、節１有形固定資産減価償却費及

び節２無形固定資産減価償却費につきましては、それぞれ２７ページと２８ページに明細書を載

せております。後ほど御覧いただきたいと思います。次の７目資産減耗費、節１固定資産除却費

は、配水管布設替工事により取替え前の配水管や車両の処分により除却したものとなります。２

６ページをお願いします。５目過年度収益修正損、節１過年度損益修正損は、漏水減免による還

付分となっております。ページを戻っていただきまして、４ページをお願いします。資本的収入

及び支出でございます。まず収入の最上段、第１款資本的収入につきましては、右から３列目の

決算額４億４,７１３万２５９円でございます。次の枠、第１項企業債につきましては、免田地区

の重要給水施設配水管布設替工事を行っております。また再編整備事業で須恵送水ポンプ場建設

と送水管の実施設計業務を行っており、その財源として２億８,５００万円を収入しております。

第２項出資金につきましては、一般会計からの繰入金として建設改良費と償還元金の不足分に充

てております。第３項の工事負担金は、須恵地区に消火栓１基の新設、また貯水機能付給水管の

実施設計業務委託料と上地区と須恵地区に設置した工事分を一般会計から負担金として受入れて

いるものです。その二つ下、第５項補助金につきましては、免田地区配水管布設替工事で重要給

水施設配水管として、また須恵地区送水ポンプ建設工事費を水道施設再編推進事業として、それ

ぞれ生活基盤施設耐震化交付金を受入れております。支出につきましては、下の枠２段目、第１

項建設改良費は、免田地区配水管布設替工事と須恵送水ポンプ場建設工事が主なものとなってお

ります。第２項企業債償還金は、起債償還の状況を３０ページから３２ページに掲載しておりま

すので、後ほど御覧いただきたいと思います。第３項投資につきましては、水道事業基金の定期

利息を積立てたものです。次に下の枠の欄外にあり、欄外になりますが、資本的収入額４億４,７

１３万２５９円が、資本的支出５億４,４８８万１,３７５円に対して、９,７７５万１,１１６円
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不足しております。記載のとおり引継金６,０７０万９,６３９円、過年度分損益勘定留保資金３,

０５１万９,２１５円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６５２万２,２６２

円で補填をしております。５ページをお願いします。損益計算書となっております。６ページを

お願いします。下から４段目の当年度純損失及び最下段の当年度未処理欠損金は、記載のとおり

８５万９,８３８円でございます。７ページをお願いします。このページは剰余金計算書でござい

ます。前年度末及び当年度の剰余金等の増減をあらわしたものでございます。８ページをお願い

します。令和４年度水道事業会計欠損金処理計算書案でございます。当年度未処理欠損金を議決

いただきまして、処分させていただくものでございます。表の１番右の上から３段目８５万９,８

３８円の未処理欠損金を減債積立金からの繰入れとして処分させていただくものでございます。

本案のとおり処分させていただきますよう、よろしくお願いいたします。９ページをお願いしま

す。貸借対照表でございます。このページの右下の資産合計とただいま送りました１１ページ最

下段の負債資本合計はともに５１億６,４７９万３,０００円となっております。１４ページをお

願いします。水道事業報告書でございます。このページから１７ページにかけまして、業務状況

の詳細や事業収支等の前年度比較を掲載しております。詳細な説明については省略をさせていた

だきます。１８ページをお願いします。キャッシュフロー計算書でございます。この表は現金及

び現金同等物の増減を１会計期間で示したもので、会計にどれどのくらいお金があるかをあらわ

しております。これによりまして年度内の資金増加額は、下から３行目２,０３１万６,５７１円

の減。資金期末残高は、最下段５億４,６７３万１,５５４円でございます。説明については以上

です。 

◎議長（森岡 勉君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ありませんか。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  支出の２１ページにですね、水質検査などの委託料が計上して

ございました。それと関連して２２ページも薬品費というものが出ております。あさぎり町の水

はですね、きれいな飲める水だと思って利用してるわけですけれども、この水質検査の結果とか

そういうものは、水道課のほうではグラフにしたりとかして住民のほうに周知するようなことは

されないんでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。まず水質検査ですね、薬品費は、薬品の購入ですので公

表はしておりませんが、水質検査につきましては、毎月ですね、ホームページ上でその時によっ

て項目数は違いますが、検査報告書を上げておりまして安心安全な水でありますということで周

知をさせていただいております。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい、ありがとうございます。なかなかそこに行き着かずです

ね、ホームページ上で見ておりませんでしたので、確認をさせていただきました。それからキャ

ッシュフロー計算書がございましたが、運営がＡＢＣと３段階評価したときに、Ｂというのがあ

さぎり町の上水道のキャッシュフローの評価になると思います。建設改良とかにですね、投資財

源を有利子の負債などに依存して残高が増加しているのではないかと思うんですけれども、すい
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ません、しっかり見れてないのでこのような質問しておりますけれども、有利子負債の残高が増

えているのかどうかだけ教えてください。 

◎議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。すいません。有利子負債というのは、恐らく企業債だと

思うんですが、ただいま免田地区の配水管布設替工事、また須恵地区のですね、再編整備事業と

いうことでポンプ場建設そして送水管の布設を行っておりますので、当然特になんですけど送水

管のにつきましてはですね国庫補助対象外というふうになっておりますので、そちらは全額起債

を借り入れるということで、こちらのほうはしばらくの間ですね、増えていくことになろうかと

いうふうに考えております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかにございませんでしょうか。なければ次に移りたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  次に、日程第３、議案第２６号令和４年度あさぎり町下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についてを議題とします。説明を求めます。鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、令和４年度下水道事業会計決算書を説明させ

ていただきます。３ページをお願いします。下水道事業会計決算報告書の収益的収入及び支出で

ございます。収入の最上段、第１款下水道事業収益、右側の決算額６億２,４８７万８,１４３円

でございます。下の枠、支出の最上段、第１款水道事業費用、右側の決算額６億７２１万３,０２

７円を支出しております。こちらは、税込みの金額となっております。詳細につきましては、１

９ページをお願いします。収益費用明細です。こちらは税抜きで表示をしております。収入の部

としまして、目の上段、１目下水道使用料の、節１特環下水道使用料は、１億６,８３３万９,９

４５円、節２の簡易排水施設利用料は、５２万８,６００円となっております。２目、雨水処理負

担金は、総務省通知による基準内繰入額となっており、一般会計から負担金として受入れたもの

です。３目の他町村下水道流入負担金については、錦町からの汚水流入負担金として受入れてい

るものです。５目その他営業収益の節１他会計負担金につきましては、汚水管渠の調査業務委託

事業を行いました。その事業費を一般会計より負担金として受入れたものです。営業外収益につ

きましては、次ページで御説明をしたいと思います。２０ページをお願いします。２目、国庫補

助金につきましては、各御家庭の下水道接続に係る排水設備設置助成金事業費の２分の１の補助

金として、受入れているものです。次の４目、他会計補助金、節１特環下水道他会計補助金につ

きましては、総務省通知による基準内繰入れと基準外繰入れを一般会計からの繰入金で、分流式

下水道に要する経費や償還金利息などに充てております。節２簡易排水施設他会計補助金につき

ましては、簡易排水施設に係る経費において使用料で賄えない部分を一般会計から繰入れており

ます。次の５目、長期前受金戻入の節１国庫補助金、長期前受金戻入から節３分担金長期前受金

戻入につきましては、これまでの工事等で資産取得する際に得た補助金や受益者からの分担金の

今年度償却に見合う額を長期前受金戻入として計上したものでございます。収入につきましては、

以上です。２２ページをお願いします。支出に関する説明です。目の上段、１目汚水管渠費の節

１から節５につきましては、職員１名分の人件費を支出しております。表の下段の節１３委託料

につきましては、下水道施設保守点検委託料として、主なものは、マンホールポンプ４６基の保

守点検を行っております。その次の節１６修繕費は、主なものとしましてマンホールポンプのオ
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イル交換やマンホールポンプ故障時の修繕などを行っております。２３ページをお願いします。

３目、簡易排水施設費につきましては、深田の草津山地区に設置している浄化槽の維持管理費用

に支出しており、節の欄、５段目、９修繕費につきましては、流量調整ポンプとブロアの修繕を

行っております。４目、総係費でございますが、事業活動全般に係る費用として支出しておりま

す。主なものとして、職員の給与費等にかかるものを支出しております。２５ページをお願いし

ます。目の中ほど、５目業務費、節１８委託料は、量水器検針業務を水道事業分と下水道事業分

として業務案分で支出をしております。また指定避難所につながる下水道管内部の調査を行いま

した。その業務委託費を支出しております。次の節３３排水設備助成金は、下水道接続者への助

成金としまして、２９件に助成をしております。次の６目、流域下水道維持管理負担金につきま

しては、下水道処理場へ流入する令和４年度計画水量分と資本費負担分の合わせる合わせた額と

令和３年度の実績排水量の精算分を支出しております。２６ページをお願いします。７目減価償

却費の節１有形固定資産減価償却費及び節２無形固定資産減価償却費につきましては、それぞれ

２７ページと２８ページに明細書を載せておりますので後ほど御覧いただきたいと思います。２

項、営業外費用の１目、支払い利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債償還利息を支出

したものでございます。表の下段の３項特別損失、５目、節１の過年度損益修正損につきまして

は、令和２年度と令和３年度の消費税の修正申告分と延滞金を支出しております。また令和３年

１１月から令和４年３月分の漏水により減免したものも含まれております。前のほうに戻ってい

ただきます。４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず収入の最上段、

第１款資本的収入につきましては、決算額１億９,５３２万６,５００円でございます。次の第１

項企業債は、舗装本復旧工事の財源並びに資本費平準化債として、決算額５,９６０万円を収入し

ております。第２項出資金につきましては、一般会計からの繰入れ金としての建設改良費及び償

還元金の不足分や建設費の一部として、決算額１,９２９万１,０００円を収入しております。第

３項の負担金は、マンホールトイレを指定避難所に設置するに当たり実施設計業務委託を行いま

したので、その事業費を一般会計より負担金として収入しております。第４項の補助金は、舗装

本復旧工事の国庫補助金として収入をしております。第５項の分担金は、下水道への接続不され

た受益者の分担金として収入をしております。第７項の基金は、下水道事業減債基金を９,７５０

万円取崩して償還元金に充てております。次に支出です。下の枠の最上段、第１款、決算額４億

５,４１０万６,７７０円でございます。次の第１項建設改良費ですが、主な工事の内容は、マン

ホールトイレ設計業務委託と舗装本復旧工事、公共汚水ます設置工事などでございます。第２項

の企業債償還金は、起債償還の状況を３０ページから４２ページの企業債明細に記しております

ので後ほど御覧いただきたいと思います。第３項の投資につきましては、これまで積立てており

ました下水道減債基金の利息を支出しております。次に５ページをお願いします。資本的収入額

が資本的支出額に対して、２億５,８７８万２７０円が不足しております。記載のとおり消費税及

び地方消費税資本的収支調整額と当年度分損益勘定留保資金引継金、当年度利益剰余金にて補填

をしております。６ページをお願いします。損益計算書でございます。当年度純利益につきまし

ては、７ページをお願いします。右側の数字、下から４行目のとおり当年度純利益と１番下の当

年度未処理分利益剰余金は、ともに２,９９８万４,６６８円でございます。８ページをお願いし
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ます。このページは剰余金計算書でございます。前年度末及び当年度末の剰余金等をあらわした

ものでございます。９ページをお願いします。令和４年度下水道事業会計剰余金計算書、剰余金

処分計算書案でございます。当年度未処理、未処分利益剰余金を議決いただきまして処分させて

いただくものでございますが、表の１番右側の上から２段目、処分額合計１,３６１万６,１５７

円を補填資金の繰入として、処分させていただくものでございます。本案のとおり処分させてい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。１０ページをお願いします。下水道事業会計の貸

借対照表でございます。１０ページ右側、右の下から二つ目の資産合計と１１ページ最下段の負

債資本合計はともに１０５億９,９２０万２,１６４円となっております。１４ページをお願いし

ます。令和４年度下水道事業報告書でございます。このページから１７ページにかけまして、業

務の状況の詳細や事業収支等の前年度比較を掲載しております。内容につきましては省略をさせ

ていただきます。１８ページをお願いします。キャッシュフロー計算書です。この表は現金及び

現金同等物の増減を１会計期間で示したもので、下水道事業会計にどれ、どのくらいお金がある

かをあらわしております。これによりまして年度内の資金増加額は、右下３段目、３,０２６万５,

８９８万円の減。資金期末残高は、７,２５４万５,８１７円でございます。説明は以上となりま

すが、ここで過年度における下水道使用料の賦課漏れ徴収状況について説明をさせていただきま

す。ただいま、資料をお送りしました。下水道使用料賦課漏れ徴収状況について御報告をさせて

いただきます。御手元の資料では、賦課漏れを調定しました年度ごとに集計をしております。賦

課漏れの対象となった世帯におかれましては、納付について御理解をいただきまして多くの御家

庭でおおむね計画どおりに納入をいただいております。右側の欄に令和２年度から令和４年度ま

での納付率を記載しております。いずれの年、いずれの年度も納付いただいた分、上昇をしてお

ります。下のほうに、総計の欄がございますが、現在４世帯の方々につきまして納付が完了して

おりません。今後とも納付に努めていただきますよう、お願いをしていきたいと考えております。

下水道使用料賦課漏れ徴収状況については、以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ございませんか。質疑ありませんね。はい。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれ

で散会いたします。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

午後４時５７分  散 会 

 

 


